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建 設 主 幹 川 原 武 志 君 建 築 主 幹 中 沢 浩 喜 君
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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、平成２７年第

１回美幌町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、３番中嶋すみ江さん、４番上杉

晃央さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る２月２６日及び３月５日、議会運営委

員会を開きましたので、委員長から報告を求

めます。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 去る２月

２６日及び本日３月５日、議会運営委員会を

開催しましたので、その内容と結果について

報告します。

本日、５日第１日目は、初めに町長から行

政報告を受けます。その後、議会提出案件で

あります選挙第１号美幌・津別広域事務組合

議会補欠議員の選挙を行います。この選挙

は、当議会選出の美幌・津別広域事務組合議

会議員に欠員が生じたため、補欠議員の選挙

を行うものであります。

続いて、平成２６年度関連議案である承認

第１号専決処分の承認について、平成２６年

度美幌町一般会計補正予算（第７号）から議

案第１１号平成２６年度美幌町病院事業会計

補正予算（第３号）についてまでの審議を

行った後に、追加議案の議案第４３号平成２

６年度美幌町一般会計補正予算（第１１号）

についてを審議します。

平成２６年度関連議案の審議後に、平成２

７年度関連議案である議案第１２号美幌町自

治基本条例の一部を改正する条例制定につい

てから議案第４２号平成２７年度美幌町病院

事業会計予算についてまでの３１件を一括上

程した後、町長から予算編成方針、教育長か

ら教育行政執行方針を受けます。

第２日目、６日は、まず代表質問を行いま

す。この代表質問は、昨年の１２月３０日に

町政に反映させることを目的に、議会の総意

として町長に政策提言した子育て支援の取り

組み、地域包括ケアの取り組み強化の２項目

についてのみ質問を行うものであり、大江議

員が代表として質問を行います。

続いて、一般質問を行いますが、中嶋すみ

江さん、新鞍峯雄さん、宗像密琇さん、坂田

美栄子さんの４名を予定しています。

第３日目、７日土曜日及び第４日目、８日

日曜日は、休日休会となります。

第５日目、９日は、第２日目に引き続き一

般質問を行うこととし、上杉晃央さん、岡本

美代子さん、私、吉住博幸、大江道男さんの

４名を予定しています。

一般質問終了後、平成２７年度関連議案の

説明を受けます。

第６日目、１０日から第９日目、１３日ま

では、開会後本会議を休憩し、各議員が休憩

中に議案の疑問点整理を行います。

第１０日目、１４日土曜日及び第１１日

目、１５日日曜日は休日休会となります。

第１２日目、１６日は、開会後本会議を休

憩し、休憩中に関係部署から疑問点に対する

聞き取りを行います。部局からの聞き取り終

了後本会議を再開し、平成２７年度関連議案

の質疑を行います。

第１３日目、１７日は、前日第１２日目に

引き続き平成２７年度関連議案の質疑を行い

ます。

第１４日目、１８日は、開会後本会議を休

憩し、終日会派等による審議を行います。

第１５日目、１９日は、開会後本会議を休
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憩し、前日第１４日目に引き続き会派等によ

る審議を行います。審議終了後、平成２７年

度関連議案の表決を行います。

第１６日目、２０日は、意見書案の審議、

報告案件などを予定しています。

次に、本定例会において、団体からの陳情

及び意見書の提出を求める陳情、要望を１１

件受理していますので、その取り扱いについ

て報告します。

美幌町農業協同組合からの農協関係法制度

見直しに係る要請及びＴＰＰ交渉等国際貿易

交渉に係る陳情、美幌町農民同盟からの農協

関係法制度の見直しに関する意見書の提出を

求める陳情及びＴＰＰ交渉からの即時脱退を

求める意見書に関する陳情については、趣旨

が同一のため、それぞれの内容を一本化に

し、意見書を作成し、国等の関係機関へ提出

いたします。

なお、美幌地区連合会からの教育委員会の

執行権限を尊重し、中立性を堅持する決議に

関する陳情、北海道弁護士会連合会からの特

定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意

見書採択に関する陳情についても、それぞれ

意見書案を作成し、発議することにいたしま

す。

また、靖国神社国営化阻止道民連絡会議・

第３８回紀元節復活反対２・１１道民集会参

加者一同からの日本国憲法の尊重・擁護に関

する要請、美幌地区連合会からの年金積立金

の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実

な運用に関する意見書提出を求める陳情。労

働者保護ルール改悪反対を求める意見書提出

に関する陳情。憲法解釈変更による集団的自

衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改

正」反対を求める意見書提出に関する陳情。

美幌町スケート協会からの大正橋スケートリ

ンク場における施設整備を求める陳情の５件

については、資料配付の措置といたしまし

た。

以上のとおり審議を進めることとし、会期

を本日３月５日から３月２０日までの１６日

間、実質１２日間としますが、議案審議の進

行状況によっては、日程を順次繰り上げるな

ど調整することもありますので、御承知おき

願います。

本定例会は、新年度予算案を審議する重要

な定例会であり、会期１６日間の長丁場とな

りますが、真摯なる審議に議員各位の協力を

お願いするとともに、行政職員の皆さんに

は、議会運営上、他の日程をはめることな

く、真摯な対応と的を射た答弁を申し上げ、

議会運営委員会委員長としての報告としま

す。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長からの報告

のあったとおり、本定例会の会期を本日から

３月２０日までの１６日間としたいと思いま

すが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は、本日から３月２０日

までの１６日間と決定しました。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

初めに、閉会中の議員の辞職許可を報告し

ます。

去る２月１８日に松浦和浩議員から辞職願

が提出され、地方自治法第１２６条及び会議

規則第９９条の規定に基づき、同日付で辞職

を許可しました。

次に、閉会中の議会運営委員会委員の選任

を報告します。

松浦和浩議員の辞職に伴い、委員会条例第

７条第２項の規定に基づき、２月１９日付で

議会運営委員会委員に上杉晃央さんを選任し

たので報告します。

その他の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付
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しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましても、印刷し

たものを配付しておりますので御了承願いま

す。

なお、鈴木農業委員会会長、明日以降、松

本選挙管理委員会委員長、本日午後以降欠席

の旨、それぞれ届け出がありました。

また、本定例会中、議会広報及び町広報用

のため写真撮影を行いますので御了承願いま

す。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン使

用を許可しておりますので、あわせて御承知

おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第３ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２７年第１回美幌町議会定例会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして、心から感謝いたしますとと

もに、行政報告と提出案件の概要について御

説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、御寄

附・御寄贈についてであります。

去る平成２６年１２月１７日、網走市にお

住まいの髙橋康弘様から、故髙橋貫一様が生

前美幌町にお世話になったお礼として、社会

福祉のために役立てていただきたいと１００

万円を、さらに国会図書館システム閲覧のた

めに役立てていただきたいと、閲覧用ハイス

ペックパソコン１台及びカラープリンター１

台を、１２月２４日に東京都世田谷区にお住

まいの本田忠盛様から、博物館事業及び芸術

文化鑑賞事業に役立てていただきたいと３０

０万円を、１２月２６日に町内美富８番地の

８にお住まいの細川百合子様から、故細川清

様が生前にお世話になったお礼として、図書

館蔵書充実のために役立てていただきたいと

１００万円を、１２月２９日に町内鳥里１丁

目５番地の２１にお住まいでありました、故

笠川政義様から、町のために役立てていただ

きたいと１００万円をそれぞれ御寄附・御寄

贈をいただいたところであります。

御厚志をありがたくお受けいたし、御趣旨

に沿って活用してまいります。

第２に、職員の人事異動の発令についてで

あります。

去る１月１日付及び１月６日付をもって人

事異動の発令をしたところでありますが、今

回の異動は、職員の休職に伴う配置がえ及び

西村泰司医師の採用発令を行ったところであ

ります。

第３に、東日本大震災被災地への職員派遣

についてであります。

東日本大震災被災市町村においては、復興

事業の本格実施に伴い、膨大な量の業務に対

応するための職員が不足している状況にあ

り、現在岩手県大槌町へ職員１名を派遣して

いるところであります。

現在、派遣をしている職員については、平

成２６年度で派遣が終了する予定でありまし

たが、現派遣先であります岩手県大槌町よ

り、現職員の派遣期間の延長要請があったこ

とから、派遣職員との協議の結果、派遣期間

の延長を決定したところであります。

本町は、これまでも被災地への支援とし

て、義援金及び救援物資等の提供並びに職員

の長期派遣を行っており、今後につきまして

も被災市町村からの要請にできる限り応えて

まいりたいと考えておりますので、御理解と

御協力をお願いいたします。

第４に、暴風雪による道路通行どめに伴う

緊急避難対応についてであります。

去る平成２６年１２月１６日から１８日に

かけて、急速に発達した低気圧による暴風雪

の影響で、交通機能への障害をもたらしたこ

とから、町では１２月１７日午前９時に美幌
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町暴風雪災害対策本部を設置するとともに、

自主避難者のために、しゃきっとプラザを緊

急避難所として開設したところであります。

避難者への対応では、国道及び道道が閉鎖

されたことに伴い、町内から移動ができなく

なった自主避難者３３名を受け入れ、休憩及

び宿泊の対応を行った次第であります。

１８日午前８時には、国道３９号北見網走

方面が開通したことから、避難者の方も随時

それぞれ目的地に向かわれ、同日午後４時３

０分に美幌町暴風雪災害対策本部を解散し、

緊急避難所の閉鎖をしたところであります。

また、１月３１日から２月２日にかけて発

達した低気圧が千島近海で停滞した影響で、

暴風雪による交通機能への障害をもたらした

ことから、２月１日午後４時に美幌町暴風雪

災害対策本部を設置するとともに、しゃきっ

とプラザを緊急避難所として開設したところ

であります。

避難者への対応では、国道及び道道が閉鎖

されたことに伴い、町内から移動できなく

なった自主避難者１１名を受け入れ、休息及

び宿泊の対応を行った次第であります。

２日午前８時３０分には、国道３９号北見

網走方面が開通したことから、避難者の方も

随時それぞれ目的地に向かわれ、同日午後３

時３０分に緊急避難所を閉鎖し、午後５時に

美幌町暴風雪災害対策本部を解散したところ

であります。

さらに、２月１５日から２月１６日にかけ

て発達した低気圧に伴う暴風雪の影響で交通

機能に障害がもたらされたことから、２月１

５日午後４時に、しゃきっとプラザを緊急避

難所として開設したところであります。

避難者への対応では、国道及び道道が閉鎖

されたことに伴い、町内から移動できなく

なった自主避難者６８名を受け入れ、休憩及

び宿泊の対応を行った次第であります。

１６日午前１０時３０分には、国道３９号

網走方面が開通したことから、避難者の方も

随時それぞれ目的地に向かわれ、同日午後２

時に緊急避難所を閉鎖したところでありま

す。

防災対応につきましては、町民の生命、身

体及び財産を保護する観点から、今後も万全

の体制を期して災害対応に取り組んでいく所

存であります。

第５に、町道歩道除雪中の事故についてで

あります。

去る平成２６年１２月１９日午前９時１５

分ごろ、美幌町字西２条南３丁目１番地１地

先の町道第１０４号道路歩道において、手押

しロータリ除雪機により除雪作業を行ってい

た本町建設水道部建設グループ所属の臨時職

員が、転倒した際に除雪機の下へ横向きに滑

り込み、下敷きとなる事故が発生しました。

事故当時は、大雪の直後で歩道の堆積が多

く、前進と後進を繰り返して除雪作業を行っ

ており、後退時に除雪機を引く動作を行った

際に、滑りやすくなっていた歩道路面で体の

バランスを崩して転倒したものであります。

事故発生の連絡を受けて、町は直ちに美幌

消防署へ救急車の出動を要請し、救急搬送の

結果、臨時職員は腸骨骨折及び背部挫傷の診

断を受けて、１２月１９日から入院加療し、

２月９日に症状が安定したことにより、退院

して通院治療するに至っております。

この事故を踏まえて、町は除雪担当者へ作

業時の安全確保を訓示するとともに、除雪業

務を行っている７事業者及び農村地区の除雪

組合代表者に対して、安全確保の徹底を求め

る文書を送付し、さらには町ホームページで

も注意喚起を行ったところであります。

また、平成２７年１月９日には、民間団体

が個人の依頼を受けて除雪作業を行っている

中で、団体会員が操作する家庭用手押し除雪

機に左足を巻き込む作業事故が発生している

ことから、町は全職員及び自治会長並びにた

すけあいチーム会長宛に、除雪機の使用に関

する注意事項を盛り込んだ文書により、さら

なる注意喚起を呼びかけたところでありま

す。

第６に、美幌町立国民健康保険病院の医師

確保についてであります。
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平成２６年３月から５月にかけて、外科の

常勤医師３名が退職し、平成２６年６月以降

は、５名の常勤医師並びに１名の内科嘱託医

師、外科につきましては、神奈川県北里大学

からの１年間の期限つき出張医師の派遣によ

り診療を行ってきたところでありますが、外

科の診療を担っていただいた北里大学からの

派遣が、本年３月末をもって終了すること、

総合診療科・腎臓内科の雨宮哲朗医師（４６

歳）が本年６月末をもって退職予定であるこ

と、診療体制の充実を図るため、内科嘱託医

師の常勤化を図る必要があることから、継続

して常勤医師の招聘を行ってきたところであ

ります。

このたび、病院見学を終えた４名の医師か

ら、本町国保病院の常勤医師として赴任した

い旨の意思表示がありましたので、本年４月

以降、順次採用を予定しているところであり

ます。

まず、内科の常勤医師として、４月１日付

採用を予定している西村光太郎医師（４８

歳）であります。

西村医師は、香川大学医学部卒業で、現在

高知県四万十市国民健康保険病院西土佐診療

所の所長として勤務しており、日本消化器内

視鏡学会専門医、日本内科学会認定内科医、

プライマリ・ケア認定医で、診療開始日は４

月２日を予定しているところであります。

このため、平成２５年４月から内科の嘱託

医として勤務していただきました國本浩明医

師（４４歳）は、３月３１日をもって退職を

予定しているところであります。

次に、外科の常勤医師として、４月１日付

採用を予定している西野達生医師（５０歳）

であります。

西野医師は、広島大学医学部卒業で、現在

大分県別府リハビリテーションセンターの副

院長として勤務しており、日本外科学会認定

医、日本リハビリテーション医学会認定臨床

医で、診療開始は４月１日を予定していると

ころであります。

次に、総合診療科・腎臓内科の雨宮哲朗医

師の後任として、５月１日付採用を予定して

いる酒井英二医師（５３歳）であります。

酒井医師は、弘前大学医学部卒業で、現在

沖縄県宮古島徳州会病院の院長として勤務し

ており、専門が心臓血管外科の外科認定医で

ありますが、現在は一般内科の診療に当たっ

ているところであり、診療開始日につきまし

ては、現在協議中であります。

次に、本年１月７日に新たな診療科として

開設いたしました泌尿器科の診療体制の充実

を図る観点から、泌尿器科の常勤医師とし

て、６月１日付採用を予定している野崎哲夫

医師（４６歳）であります。

野崎医師は、富山大学医学部卒業で、現在

富山大学附属病院泌尿器科の准教授として勤

務しており、日本泌尿器科学会専門医・指導

医、腹腔鏡技術認定医、日本移植学会移植認

定医、日本がん治療認定医で、診療開始日に

つきましては、現在協議中であります。

野崎医師の採用により、本年６月からは泌

尿器科医師２名体制となり、手術、入院を含

め、診療体制の充実が期待されているところ

であります。

今回の４名の医師招聘により、本年６月以

降は常勤医師が９名体制となりますが、整形

外科医師の招聘や眼科医師の常勤化、将来を

見据えた医師確保のため、今後も引き続き地

域医療を守る観点から、医師確保の対策に取

り組んでいく所存であります。

第７に、２月２７日現在の建設工事進捗状

況につていであります。

提出しております参考資料のとおり、本年

度に計画しております工事件数５４件のう

ち、土木工事１７件、建築工事１６件、上水

道工事９件、公共下水道工事２件、浄化槽工

事８件の計５２件を発注し、消化率では件数

で９６.３％、工事額で９２.５％となってお

ります。

次に、御提案いたします議案等について御

説明を申し上げます。

専決処分の承認について。

承認第１号平成２６年度美幌町一般会計補
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正予算（第７号）については、町道除排雪作

業等のため急を要したこと。

承認第２号平成２６年度美幌町一般会計補

正予算（第８号）については、町道除排雪作

業等及び図書館に係る暖房設備修繕のため急

を要したこと。

承認第３号平成２６年度美幌町一般会計補

正予算（第９号）については、町道除排雪作

業等のため急を要したことにより専決処分を

いたしましたので、御承認を賜りたいのであ

ります。

人事案件について。

同意第１号については、オホーツク町村公

平委員会委員田中誠氏は、本年３月３１日を

もって任期満了となりますので、後任に高畑

秀美氏を選任いたしたく御同意を賜りたいの

であります。

諮問第１号については、人権擁護委員澤田

孝一氏、関美惠子氏は、本年６月３０日を

もって任期満了となりますので、引き続き両

氏を推薦することについて御意見を賜りたい

のであります。

町道路線の認定、変更及び廃止について。

議案第１号町道路線の認定については、グ

ループホームの用地の譲渡に伴い、町道用地

が確定したため、第５９９号道路として、新

たに認定を行おうとするものであります。

議案第２号町道路線の変更については、町

道の路線統合に伴い、第６６８号道路の起点

の変更をしようとするものであります。

議案第３号町道路線の廃止については、町

道の路線統合に伴い、第６６９号道路の廃止

をしようとするものであります。

条例の廃止について。

議案第４号美幌町老人福祉寮条例を廃止す

る条例制定については、美幌町老人福祉寮の

閉鎖に伴い、当該施設の設置条例を廃止しよ

うとするものであります。

平成２６年度各会計補正予算について。

まず、一般会計の主なものとしては、事業

確定に伴う債務負担行為及び地方債の補正、

病院事業会計負担事業費として１億３,０３

９万２,０００円、青年就農給付金として１

５０万円、公共下水道特別会計繰出金として

８５５万３,０００円、その他年度末におけ

る事務事業の確定に伴う執行残の整理を行お

うとするものであります。

次に、特別会計及び企業会計についてであ

りますが、国民健康保険特別会計について

は、受診件数の減少に伴う療養給付費の減額

などを、介護保険特別会計については、訪問

介護利用者の減少に伴う居宅介護サービス給

付費の減額などを、公共下水道特別会計、個

別排水処理特別会計及び水道事業会計につい

ては、年度末における事務事業の確定に伴う

執行残の整理を、病院事業会計については医

師確保に係る紹介手数料のほか、医業収益の

減少に伴う整理を行おうとするものでありま

す。

次に、本日追加提案させていただきました

議案第４３号平成２６年度美幌町一般会計補

正予算（第１１号）については、本日から年

度末の間における町道除排雪作業等に係る補

正を行おうとするものであります。

条例の改正及び制定について。

議案第１２号美幌町自治基本条例の一部を

改正する条例制定については、総合計画の基

本構想の策定において、議会の議決を経る手

続を定めようとするものであります。

議案第１３号美幌町行政手続条例の一部を

改正する条例制定については、行政手続法の

改正に伴い、行政指導の中止などを求める制

度及び行政処分、行政指導を求める制度を創

設するほか、行政指導の方式を充実しようと

するものであります。

議案第１４号美幌町法令遵守の推進に関す

る条例の制定については、美幌町自治基本条

例第４３条の規定に基づき、町政における法

令の遵守、倫理の保持などについて組織的に

取り組む体制を整備するため、必要な事項を

定めようとするものであります。

議案第１５号美幌町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定については、平

成２６年度人事院勧告に基づく給与制度の総
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合的見直しなどに伴う給与表及び昇給制度を

見直し、育児または介護を行う職員の早出遅

出勤務制度を創設しようとするものでありま

す。

議案第１６号美幌町職員等の旅費に関する

条例の一部を改正する条例制定については、

職員等の赴任に伴う移転料等を改めようとす

るものであります。

議案第１７号美幌町税条例の一部を改正す

る条例制定については、地方税法の改正に伴

い、個人町民税の算定方法等を改めようとす

るものであります。

議案第１８号美幌町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定については、関係法令の

改正等に伴い、手数料の設定・改廃をしよう

とすものであります。

議案第１９号美幌町保育所及び教育・保育

の実施に関する条例の制定については、子ど

も・子育て支援法の施行等に伴い、美幌町保

育所条例を全部改正し、条例名、教育・保育

施設の入所の判定基準、保育園の開園時間、

延長に係る保育料等を改めようとするもので

あります。

議案第２０号美幌町季節保育所条例の一部

を改正する条例制定については、児童福祉法

の改正に伴い、季節保育所の入所資格等を改

めようとするものであります。

議案第２１号美幌町へき地保育所条例の一

部を改正する条例制定については、児童福祉

法の改正に伴い、へき地保育所の入所資格等

を改めようとするものであります。

議案第２２号美幌町学童保育所条例の一部

を改正する条例制定については、児童福祉法

の改正に伴い、対象児童に関する事項を改め

ようとするものであります。

議案第２３号美幌町一時預かり事業の実施

に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いては、子ども・子育て支援法の施行に伴

い、保護者の就労等による一時預かりの日数

を改めようとするものであります。

議案第２４号美幌町介護保険条例の一部を

改正する条例制定については、平成２７年度

から平成２９年度までの介護保険料及び介護

予防・日常生活支援総合事業の開始時期を定

めようとするものであります。

議案第２５号美幌町指定地域密着型サービ

ス事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定につい

て及び議案第２６号美幌町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定については、平成２７年度の介護報酬に

係る改定とあわせて関係省令が改正されたこ

とに伴い、施設基準、各サービスなどを改め

ようとするものであります。

議案第２７号美幌町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の制定につい

て及び議案第２８号美幌町地域包括支援セン

ターの職員及び運営に関する基準を定める条

例の制定については、第３次地方分権一括法

の施行による介護保険法の改正に伴い、これ

まで厚生労働省令で定められていた基準を本

町の条例で定めようとするものであります。

議案第２９号美幌町営土地改良事業分担金

徴収条例の一部を改正する条例制定について

は、道営土地改良事業と一体的に実施する農

業経営高度化促進事業の実施に伴い、分担金

徴収とする対象事業を新たに加えようとする

ものであります。

議案第３０号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定については、三橋南団地

の駐車場使用料を徴収するための改正をしよ

うとするものであります。

議案第３１号地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いては、教育委員長と教育長を一本化する国

の教育委員会制度改革に伴い、関係条例を改

正しようとすものであります。

議案第３２号美幌町教育委員会教育長の勤
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務条件及び服務に関する条例の制定について

は、地方教育行政の組織及び運営に関する一

部を改正する法律の施行に伴い、特別職とさ

れた新教育長の勤務条件及び服務について定

めようとするものであります。

指定管理者の指定について。

議案第３３号及び議案第３４号は、美幌町

あさひ体育センター、美幌町テニスコート、

美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者の指

定期間が満了したことを受けて、各施設の管

理者を公募・選考した結果、引き続き特定非

営利活動法人美幌町体育協会を指定管理者に

定めようとするものであります。

なお、平成２７年度各会計予算につきまし

ては、後ほど平成２７年度予算編成方針にお

いて総括的に御説明いたしました後、各議案

について逐次御説明を申し上げてまいります

ので、慎重なる御審議の上、原案に御協賛賜

りますようお願い申し上げ、行政報告と提出

案件の概要説明といたします。

○議長（古舘繁夫君） これで、行政報告を

終わります。

─────────────────────

◎日程第４ 選挙第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 選挙第１

号美幌・津別広域事務組合議会補欠議員の選

挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第１１

８条第２項の規定により、指名推薦にしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、選挙の方法は、指名推薦によ

ることに決定しました。

指名の方法については、議長において指名

することにしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議長において指名することに

決定しました。

美幌・津別広域事務組合議会補欠議員に、

新鞍峯雄さんを指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました新鞍峯雄さん

を美幌・津別広域事務組合議会補欠議員の当

選人とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました新鞍峯

雄さんが美幌・津別広域事務組合議会補欠議

員に当選されました。

ただいま当選されました新鞍峯雄さんが議

場におられますので、会議規則第３３条第２

項の規定により、当選の告知をします。

─────────────────────

◎日程第５ 承認第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 承認第１

号専決処分の承認についてを議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の５ページをお開きいただきたいと思いま

す。

承認第１号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の６ページを

お開きいただきたいと思います。

専決処分書。

町道除排雪作業等のため、急を要するの

で、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

平成２７年１月８日。

美幌町長土谷耕治。

記以下につきましては、次の７ページから

御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町一般会計補正予算（第

７号）について御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算
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（第７号）は、次に定めるところによる。

今回の補正は、除雪対策事業費の増額補正

でありまして、昨年４月４日発達した低気圧

の影響で大雪となり、年度当初に一斉除雪を

実施したこと、昨年１２月１７日から１８日

の異常低気圧による大量の湿った重い雪に

よって除雪作業に多くの時間を要したこと、

道路脇の堆積スペースもなく、交差点の見通

しも悪いことから、排雪作業が必要な状況に

なり、当初予算では一斉除雪４回分の経費を

計上しておりましたが、既に予算が不足する

状況にあったことから、今後の所要額を補正

したものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１,５００万円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ９９億１,５５９万２,０００円とす

る。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

それでは、議案の１７ページをお開きいた

だきたいと思います。

歳出でございますが、土木費の除雪対策事

業費の増、自動車等借上料１,５００万円の

増額補正でございます。一斉除雪分３回分と

いたしまして９００万円、排雪分といたしま

して６００万円、合計１,５００万円を追加

をしたところでございます。当初予算１,８

００万円で、１,５００万円をこのたび増額

をいたしまして、補正後は３,３００万円と

したものでございます。

次に歳入を御説明しますので、１５ページ

にお戻り願いたいと思います。

歳入でございますが、財政調整基金繰入金

の増、１,５００万円の増額補正でございま

す。今回の補正財源を財政調整基金の繰入金

に求めたもので、これによりまして、財政調

整基金の年度末残高は１１億９,８９６万４,

０００円となる見込みでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第１号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決定

しました。

─────────────────────

◎日程第６ 承認第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 承認第２

号専決処分の承認についてを議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１９ペー

ジをお開き願いたいと思います。

承認第２号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の２０ページ

をお開きいただきたいと思います。

専決処分書。

町道除排雪作業等及び図書館に係る暖房設

備修繕のため急を要するので、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。

平成２７年１月２８日。

美幌町長土谷耕治。

記以下につきましては、次の２１ページか

ら御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町一般会計補正予算（第

８号）について御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。

今回の補正は、まず１点目は、除雪対策事

業費の増額補正といたしまして、１月８日以

後についても、例年にない毎週末のような暴
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風雪が発生をいたしました。一度の降雪量も

多く、一斉除雪の回数がふえたこと、さらに

排雪作業が必要になったことから、所要額を

補正したものでございます。

もう１点目は、図書館における電気暖房機

のパネル８カ所が経年劣化により故障したし

たことに伴い、運営に支障を来すことから、

修繕料の増額を補正したものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３,８３０万円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ９９億５,３８９万２,０００円とす

る。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

それでは、議案の３１ページをお開きいた

だきたいと思います。

歳出でございます。

まず、土木費の除雪対策事業費の増、３,

７００万円の増額補正でございますが、一斉

除雪分といたしまして６回分１,９００万

円、民間排雪８地区分といたしまして８６４

万円、直営排雪に伴う民間ダンプの借上料と

して４４７万３,０００円、雪捨て場の雪押

しブル借上料といたしまして４９２万５,０

００円、合計３,７０３万８,０００円、端数

処理をいたしまして３,７００万円を増額い

たしたところでございます。これに伴いまし

て、補正後の借上料は７,０００万円とした

ものでございます。

次、教育費の図書館費、施設維持管理事業

費の増、修繕料１３０万円の増額補正でござ

いますが、先ほど御説明しましたとおり、電

気暖房機パネル８カ所の修繕料でございま

す。

次に、歳入を御説明いたしますので、２９

ページにお戻り願いたいと思います。

繰入金、財政調整基金繰入金の増３,８３

０万円の増額補正でございますが、今回の補

正財源を財政調整基金の繰入金に求めたもの

で、これによりまして、財政調整基金の年度

末残高は１１億６,０６４万６,０００円とな

る見込みでございます。

以上御説明を申し上げましたので、よろし

くお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第２号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決定

しました。

─────────────────────

◎日程第７ 承認第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 承認第３

号専決処分の承認についてを議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の３３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

承認第３号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し承

認を求めるということで、次の３４ページを

お開きいただきたいと思います。

専決処分書。

町道除排雪作業等のため急を要するので、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分をする。

平成２７年２月１０日。

美幌町長土谷耕治。

記以下につきましては、次の３５ページか

ら御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町一般会計補正予算（第

９号）について御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算
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（第９号）は、次に定めるところによる。

今回の補正は、除雪対策事業費の増額補正

でございます。１月３１日から続いた暴風雪

により、農村地区で吹きだまりや雪庇による

交通障害が発生、直営による農村部の除雪作

業が難航いたし、２月２日の一斉除雪後も作

業を完了できずに、２月５日まで作業が続い

た状況でありました。

市街地では、主要幹線はもとより、準幹

線、バス路線、通学路等などで堆積スペース

がなく、車の通行に支障を来すなど、住民生

活に影響が出る一方で、見通しの悪い交差点

が町内全域にあることから、早急な排雪作業

が必要な状況にあったところでございます。

このために、通常は直営で行う市街地幹線の

排雪を民間へ委託し、あわせて住民生活に支

障を来している路線や、見通しの悪い交差点

の排雪も各地区を担当していただいておりま

す民間業者に委託することとした結果、借り

上げ料にさらなる増額補正が必要となったと

ころでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞ

れ３,０００万円を追加し、歳入歳出それぞ

れ９９億８,３８９万２,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

議案の４５ページをお開きいただきたいと

思います。

歳出でございます。

土木費、除雪対策事業費の増、自動車等借

上料３,０００万円の増額補正でございま

す。一斉除雪分といたしまして３回分９５０

万円、民間排雪分といたしまして１,８５０

万円、直営排雪に伴う民間ダンプ借上料とし

て５１３万３,０００円、雪捨て場の雪押し

ブル借上料といたしまして８５６万７,００

０円、合計４,１７０万円から予算の執行残

を差し引いた不足額３,０００万円を増額

し、補正後の借上料を１億円としたものでご

ざいます。

次に、歳入を御説明申し上げますので、４

３ページにお戻りいただきたいと思います。

繰入金、財政調整基金繰入金の増３,００

０円の増額でございます。今回の補正財源を

財政調整基金の繰入金に求めたもので、これ

によりまして財政調整基金の年度末残高は１

１億３,０６４万６,０００円となる見込みで

ございます。

以上、御説明を申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第３号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定し

ました。

暫時休憩をします。１１時１５分から再開

といたします。

午前１１時０１分 休憩

────────────────

午前１１時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第８ 同意第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 同意第１

号オホーツク町村公平委員会委員の選任につ

いてを議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第１号オホーツ

ク町村公平委員会委員の選任について御説明

を申し上げます。

オホーツク町村公平委員会委員田中誠氏

は、平成２７年３月３１日をもって任期満了



－ 15 －

となるので、次の者を選任いたしたく、地方

公務員法第９条の２第２項及びオホーツク町

村公平委員会規約第３条第１項の規定により

議会の同意を求めるという内容でございま

す。

記。

住所、北海道紋別郡西興部村字西興部２９

３番地。

氏名、高畑秀美様。

生年月日、昭和２５年６月１６日生まれで

ございます。

以上、御説明を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第１号オホーツク町村公平

委員会委員の選任についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、同意することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、同意することに決定

しました。

─────────────────────

◎日程第９ 諮問第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 諮問第１

号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 諮問第１号人権擁護

委員候補者の推薦について御説明を申し上げ

ます。

人権擁護委員澤田孝一氏、関美惠子氏は、

平成２７年６月３０日をもって任期満了とな

るので、次の者を候補者として推薦いたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求めるというものでござい

ます。

記。

住所、美幌町字美禽１８番地の１０１。

氏名、澤田孝一さん。

生年月日、昭和３３年５月３１日生まれ。

住所、美幌町字都橋８２番地の５。

氏名、関美惠子さん。

生年月日、昭和２４年４月４日生まれでご

ざいます。

以上、御説明を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、諮問第１号人権擁護委員候補者

の推薦についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、諮問のとおり適任とする意見に賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、適任と答申すること

に決定しました。

─────────────────────

◎日程第１０ 議案第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１０ 議案第

１号町道路線の認定についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の４８

ページをお開き願います。

議案第１号町道路線の認定についてを御説

明申し上げます。

道路法第８条の規定により、町道路線を次

のように認定しようとするものであります。

町道路線の変更につきましては、記以下の

１路線でありまして、詳細につきましては参

考資料で御説明いたしますので、参考資料の

２ページをお開き願います。
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資料２、議案第１号関係、町道認定路線で

あります。

図面では、丸印が起点、矢印の先が終点で

あります。路線名が第５９９号道路でありま

す。今回認定いたします路線につきまして

は、美幌町字新町１丁目の国道３９号北側の

グループホーム用地として、町が平成２６年

７月１日付で社会福祉法人北海道療育園様に

無償譲渡した土地に隣接する道路でありまし

て、町道第５９３号道路を起点として、グ

ループホーム用地の西、北、東側に隣接する

路線を認定しようとするものであります。

参考資料の１ページへお戻りいただきたい

と思います。

資料１、議案第１号関係。

町道路線の認定であります。路線名が第５

９９号道路であります。総延長が１３３メー

トル５０センチ、実延長が１２７メートル１

０センチ、重複延長が６メートル４０セン

チ。最大敷地幅員、最少敷地幅員ともに８

メートル００センチであります。

なお、起終点の住所等につきましては、議

案本文に記載のとおりでありますので、省略

させていただきます。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 今のグループホー

ム関係で、前提があると思うのですよね。療

育園さんのグループホームというか、それで

ひっかけで申しわけないけれども、この土

地、解体費云々ということも絡めて、お上げ

したというような感覚でいますが、そのグ

ループホーム等も含めて、予定がわかってい

ればお教え願いたいなと。ひっかけで申しわ

けないけれども、承知している点、これ民生

部長あたりかな。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現在、療育園の

ほうでいろいろと方策を練っている状況でご

ざいまして、当初オーナー制で建築をしたい

というようなことでございますけれども、療

育園のほうでいろいろとそのオーナー制の部

分について、うまくいかないような状況もご

ざいまして、今その方法を療育園のほうで検

討しているというような段階でございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） それに即して、町

道を整備しようということの前提の認定だ

と、私は計画当初から聞き及んでいるもので

すから、そういう意味で、速やかに町道認定

も含めて、道路改良も含めてみんな出てくる

のかなと思ったものですから、全体というこ

とで聞いたつもりであります。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 本用地につきま

しては、ちょうどここに民間の方の土地がご

ざいますので、あのグループホームはグルー

プホームで、要するに道路のほうに、５９３

号のほうについてますけれども、その奥の方

については、現在私道というようなことに

なっております。その奥の方についての道路

を確保するために、本道路の認定をしようと

いうようなものでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第１号町道路線の認定につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１１ 議案第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 議案第
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２号町道路線の変更についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の４９

ページをお開き願います。

議案第２号町道路線の変更についてを御説

明申し上げます。

道路法第１０条第２項の規定により、町道

路線を次のように変更しようとするものであ

ります。

町道路線の変更につきましては、記以下の

１路線でありまして、詳細につきましては参

考資料で御説明いたしますので、参考資料の

４ページをお開き願います。

資料４、議案第２号関係、町道路線の変更

についてであります。

路線名、町道第６６８号道路で、美幌町字

鳥里３丁目の公園通りの西側、平和通りの南

側に位置する路線であります。

変更前の図面では、路線を実線で表示して

おり、黒丸印が起点で、町道第６４２号道

路、終点は町道第６４３号道路に接続してい

る路線です。

変更後は、破線で表示してあります町道第

５号道路公園通りを起点として、町道第６４

２号道路を重複路線として間に挟み、町道第

６６９号道路と町道第６６８号道路を一つの

路線として、これまでの町道第６６８号道路

同様に、町道第６４３号道路を終点とするも

のであります。

この路線につきましては、町道第６６８号

道路が８６メートル、町道第６６９号道路が

９７.１０メートルと、ともに路線延長が１

００メートルに満たない路線でありますこと

から、整備に向けて町道を統合しようとする

ものであります。

参考資料の３ページにお戻りいただきたい

と思います。

資料３、議案第２号関係。

変更前、変更後の総延長、実延長、重複延

長、最大敷地幅員、最少敷地幅員は、記載の

とおりであります。

なお、起終点の住所等につきましては、議

案本文のとおりでございますので、朗読を省

略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 参考資料の４ペー

ジ、この図面のほうなのですが、今ここで議

論する話だと思っているのですが、図面上

で、もう旧と書かれておいでなものだから、

私としてもどう言ったらいいのか戸惑うとこ

ろであります。まあそれはそれとして、こう

いう状況下の中、議長、後でもいいのです

が、１００メートル以内の町道って、どのぐ

らいあるのかなというデータを参考まで、準

備いただければありがたいなと思いますが、

いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 時間をいた

だければ、後ほど御用意させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第２号町道路線の変更につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１２ 議案第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１２ 議案第

３号町道路線の廃止についてを議題としま
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す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の５０

ページをお開き願います。

議案第３号町道路線の廃止についてを御説

明申し上げます。

道路法第１０条の規定により、町道路線を

次のように廃止しようとするものでありま

す。

町道路線の廃止につきましては、記以下の

１路線でありまして、詳細につきましては、

参考資料で御説明いたしますので、参考資料

の６ページをお開き願います。

資料６、議案第３号関係、町道路線の廃止

であります。

路線名、町道第６６９号道路で、美幌町字

鳥里２丁目の公園通りから鳥里道営住宅に至

る路線であります。

図面では、路線を実線で表示しており、黒

丸印が起点で、町道５号道路、公園通りであ

ります。終点は、町道第６４２号道路に接続

している道路であります。

廃止後は、議案第２号で申し上げました町

道第６６８号道路として供用しようとするも

のであります。

参考資料の５ページにお戻りいただきたい

と思います。

資料５、議案第３号関係。

廃止する路線の総延長、実延長、重複延

長、最大敷地幅員、最少敷地幅員は記載のと

おりであります。

なお、起終点の住所等につきましては、議

案本文のとおりでありますので、朗読を省略

させていただきます。

以上、御説明を申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第３号町道路線の廃止につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１３ 議案第４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１３ 議案第

４号美幌町老人福祉寮条例を廃止する条例制

定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の５１ペー

ジでございます。

議案第４号美幌町老人福祉寮条例を廃止す

る条例制定について御説明いたします。

美幌町老人福祉寮条例を廃止する条例を次

のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。参考資料７ページをお開きいた

だきたいと思います。

資料７、議案第４号関係でございます。

条例名は、美幌町老人福祉寮条例を廃止す

る条例でございます。

経過及び制定目的につきましては、美幌町

老人福祉寮、美英福祉寮でございますが、昭

和４８年に開設され、定員６名で管理運営し

てまいりましたが、築後４０年経過いたしま

して、施設の老朽化が著しいため、新規入所

者の受け入れを行っておりませんでした。

今年度、入所者全員が退所したことに伴い

まして、平成２７年３月末をもって施設を閉

鎖し、本条例を廃止しようとするものでござ

います。

制定内容、要旨は、美幌町老人福祉寮条例

を廃止する。

関連条例の改正といたしまして、議会の議

決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止
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に関する条例の一部を改正するものでありま

して、第２条中、第５号の老人福祉寮を削除

するものでございます。

根拠法令は、地方自治法でございます。

施行日は、平成２７年３月３１日付でござ

います。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） お住まいの方が退

所されたということでありますが、失礼な言

い方だけれども、最後の人が退所した日に

ち、御存じであれば、まず１回目としてお聞

きしておきたい。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 日付は、１２月

の中旬ぐらいというふうに認識しておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第４号美幌町老人福祉寮条

例を廃止する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１４ 議案第５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１４ 議案第

５号平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第１０号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の５３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第５号平成２６年度美幌町一般会計補

正予算（第１０号）について御説明を申し上

げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第１０号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、主に年度末に

おける執行残等の整理を行おうとするもので

ございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ２,４５３万６,０００円を減額し、

歳入歳出それぞれ９９億５,９３５万６,００

０円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の変更は、「第２表

債務負担行為補正」で御説明を申し上げま

す。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方

債補正」で御説明を申し上げます。

それでは、まず５８ページをお開きいただ

きたいと思います。

第２表、債務負担行為補正について御説明

を申し上げます。

事項欄のまず財務会計システム借上料につ

きましては、平成１７年に導入しましたシス

テムの更新で、入札執行により１１１万３,

０００円減額となり、限度額を２,９８０万

８,０００円に変更しようとするものでござ

います。

次の住民基本台帳ネットワークシステム借

上料につきましては、平成２０年に導入しま

したシステムの更新で、入札執行により１９

万４,０００円減額となり、限度額を２３９

万３,０００円と変更しようとするものでご

ざいます。

次の機械警備委託料（中学校）でございま

すが、これは平成２４年度から平成２８年度
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の５年契約の平成２６年度から消費税増税に

伴う増額分でありますが、当初１０％を計上

していたため、１万５,０００円を減額いた

し、限度額３万４,０００円とするものでご

ざいます。

次の自動体外式除細動器借上料（中学校）

についても、平成２４年から平成２８年度の

５年契約の平成２６年度から消費税増税に伴

う増額分でありまして、当初１０％を計上し

ていたために３,０００円減額し、８,０００

円に変更しようとするものでございます。

最後の電子計算機借上料（図書館）であり

ますが、平成２１年度に購入いたしました機

器の更新で、入札執行により２５１万７,０

００円減額とし、限度額を１,２１０万円と

するものでございます。

次に、５９ページをごらんいただきたいと

思います。

第３表、地方債補正について御説明を申し

上げます。

地方債補正については、主に額の確定に伴

う整理及び過疎債の同意による予算化をしよ

うとするものでございます。

起債の目的の欄であります。まず最初に、

緊急防災・減災事業につきましては、樋門３

カ所の非常電源設備工事及び避難所備蓄品の

執行残により、２３０万円を減額し、限度額

を２３０万円に変更しようとするものでござ

います。

次のコミュニティセンター耐震補強事業で

ございますが、当初防災対策事業債、これは

充当率９０％、交付税措置５０％であります

が、この起債で計上しておりましたけれど

も、過疎債、ハード事業に振りかえ、また、

執行残について、ＬＥＤ化工事を実施するこ

ととし、あわせて過疎債、充当率１００％、

交付税措置７０％を活用し、３８０万円増額

し、限度額を３,７９０万円にしようとする

ものでございます。

次、第Ⅱ期埋立処分場施設整備事業であり

ますが、移送ピット改修工事ですが、当初は

一般廃棄物処理事業債、充当率７５％、交付

税措置３０％で計上していたものを、過疎

債、ハード事業に振りかえをしようとするこ

とで３５０万円増額し、１,５００万円とす

るものでございます。

次の農業生産基盤整備事業でありますが、

田中、豊栄、昭美地区の道営畑総事業分で、

公共事業等債及び辺地債で、事業費確定に伴

います補正で１００万円増額し、１,２９０

万円とするものでございます。

次の除雪機械購入事業でありますが、６月

議会に補正をいたしましたミニホイルロー

ダー購入に係る過疎債、ハード事業で、事業

費確定に伴いまして１６０万円減額し、６２

０万円に変更しようとするものであります。

次の住宅リフォーム促進事業であります

が、申し込み増により、６月議会で増額補正

をさせていただきました過疎債、ソフト事業

を計上しておりましたが、過疎債、ソフト事

業の追加配分及び事業費確定に伴い１,７８

０万円増額し、４,２８０万円とするもので

ございます。

次の食料供給基盤強化特別対策事業であり

ますが、田中、豊栄、昭美、美禽地区におけ

る畑総事業、経営体育成事業の実施に伴うパ

ワーアップ分で、北海道振興基金を計上して

おりましたが、交付税措置がないため、歳入

の財源調整、地方債残高抑制のため、全額を

減額しようとするものでございます。

次の特定間伐等促進事業でありますが、未

来につなぐ森づくり推進事業における市町村

補助分に係る一般補助施設整備事業債、充当

率１００％、交付税措置３０％を予定してお

りましたが、歳入の財源調整、地方債の残高

抑制のため、全額を減額しようとするもので

ございます。

一番下、町道整備事業でありますが、町道

第１９号道路、これは報徳の森商会様の付近

でございます。これと町道第２４号、これは

豊岡三国様宅から旧豊岡小学校にかけてでご

ざいます。この２路線の舗装補修工事の補助

残分を公共事業等債で計上しておりました

が、過疎債、ソフト事業に振りかえるため、
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全額を減額し、それぞれの事業で新たに計上

するものということで、後ほど出てまいりま

す。

次に、６０ページをお開きいただきたいと

思います。

埋蔵文化財発掘調査事業であります。田

中、豊栄地区道営畑総事業に係る調査事業

で、当初北海道振興基金で計上しておりまし

たが、交付税措置がなく、歳入の財源調整及

び地方債の残高抑制のため、全額を減額しよ

うとするものでございます。

次、びほろ町内消費拡大セール事業であり

ますが、北海道市町村振興協会からの助成金

基本額２００万円の残６４０万円について、

過疎債、ソフト事業の新規計上といたしまし

て、６４０万円を限度額として補正しようと

するものでございます。

次の町道補修事業（第１９号道路）と町道

補修事業（第２４号道路）につきましては、

先ほど町道整備事業で御説明いたしました過

疎債、ソフト事業への振りかえと、事業費確

定により、限度額を整理し、新規計上すると

いうことで、第１９号道路は５９０万円、第

２４号道路は８８０万円の限度額として設定

をしようとするものでございます。

次の町道側溝排水路整備事業（第２９号道

路）でありますが、平成２５年度から２カ年

計画で実施の登栄地区の町道側溝排水路整備

工事で、過疎債、ソフト事業の新規計上をす

るもので、限度額を１,１３０万円とするも

のでございます。

次の大正橋長寿命化計画改修事業（第７７

０号道路）でありますが、大正橋の橋面工事

実施設計を実施する事業で、国庫補助残を過

疎債、ハード事業として新規計上するもの

で、限度額６９０万円とするものでございま

す。

このページの一番下、旧花見橋旧町道撤去

事業、これにつきましては、花見橋のかけか

えに伴い、旧花見橋の市街地側の旧町道の舗

装及び積みブロックを撤去する事業で、過疎

債、ソフト事業として新規計上するもので、

限度額４９０万円を設定しようとするもので

ございます。

次のページ、６１ページをごらんいただき

たいと思います。

町道整備事業（第１２１号道路）でござい

ます。この事業は、稲美の西島様宅から竹下

養豚場に係る舗装工事で、国庫補助残を過疎

債、ハード事業として新規計上するもので、

限度額を２５０万円とするものでございま

す。

次の歩道整備事業（第２号道路）でござい

ますが、年次計画で実施しております栄通り

の歩道改良舗装事業で、過疎債、ハード事業

として新規計上するもので、限度額６９０万

円とするものでございます。

次の美園団地屋根補修事業でありますが、

年次計画で実施しております美園団地屋根改

修事業で、過疎債、ソフト事業として新規計

上するもので、限度額１,０９０万円とする

ものでございます。

次、東陽小学校体育館屋根補修事業でござ

いますが、これにつきましても過疎債、ソフ

ト事業として新規計上するもので、限度額

１,３７０万円とするものでございます。

次の北中学校トイレ補修事業であります

が、トイレの洋式化事業で、国庫補助残を過

疎債、ソフト事業として新規計上するもの

で、限度額９８０万円とするものでございま

す。

最後であります。美幌町あさひ体育セン

ター屋根補修事業でありますが、これにつき

ましても過疎債、ソフト事業として新規計上

するもので、限度額を１,３７０万円とする

ものでございます。

これらの補正によりまして、本年度の地方

債総額は７,３９０万円増額し、８億５,９５

０万円とするものであります。

それでは、次に、７６、７７ページをお開

きいただきたいと思います。

歳出でございますが、主に年度末における

整理でございますが、まず２段目、総務費の

一般事務費の減、２行目、特別旅費４１万
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６,０００円の減額につきましては、震災被

災地支援として、岩手県大槌町へ派遣してお

ります職員について、さらに１年延長するこ

ととなったことに伴います帰任旅費の減額で

ございます。

次の事業、庁用事務費の増、通信運搬費１

０５万円の増額補正でございますが、これに

つきましては、総合計画策定のためのアン

ケート実施、臨時福祉給付金、子育て世帯臨

時特例給付金に係る郵便物の増によるもので

ございます。

次、７８、７９ページをお開きいただきた

いと思います。

上から３段目、企画費の政策推進事業費の

減、積立金６７万５,０００円の増額でござ

いますが、これにつきましては、平成２６年

１１月４日から１２月３０日にかけての６８

件のふるさと寄附金のうち、使途指定のない

６２件分をふるさと基金へ積み立てをしよう

とするものでございます。

次に、８０、８１ページをお開きいただき

たいと思います。

上から３段目になります。財政調整等基金

積立金の増、積立金３１９万７,０００円の

増額補正でございますが、３件の寄附金及び

利子の減による増額補正であります。

まず１点目、１２月２４日、東京都にお住

まいの本田忠盛様から、ふるさと寄附金とい

たしまして、博物館備品整備にと１５０万円

の寄附をいただいたもの、次、１２月２６

日、美富にお住まいの細川百合子様から、故

細川清様が生前町にお世話になり、図書館蔵

書にと１００万円の御寄附をいただいたも

の、１２月２９日、鳥里にお住まいでありま

した故笠川政義様から、町に役立ててほしい

と１００万円の御寄附をいただいたもの、ほ

か利子の減、３０万３,０００円の減額を合

わせまして増額補正をしようとするものでご

ざいます。

次に、８２、８３ページにつきましては、

年度末における整理でありますので、８４、

８５ページをお開きいただきたいと思いま

す。

一番上段であります社会福祉総務費の一般

事務費の増、積立金１０１万７,０００円の

増額補正でありますが、まず１点目、１２月

１７日、網走市にお住まいの髙橋康弘様か

ら、故髙橋貫一様が生前美幌町にお世話に

なったお礼として、社会福祉に役立ててほし

いと１００万円の御寄附をいただきました。

それと、ふるさと寄附金としまして５件分、

３万円、あと基金利子の減ということで１万

３,０００円の減額、これら合わせて１０１

万７,０００円の増額補正をしようとするも

のでございまして、福祉基金への積み立てで

ございます。これによりまして、福祉基金の

年度末残高の見込みは、３億３,７０５万２,

０００円となる見込みでございます。

次の事業、臨時福祉給付金給付事業費の

減、交付金、臨時福祉給付金３,０１２万円

の減額補正でございますが、これにつきまし

ては、予算見積もり件数が過大であったため

に減額をするもので、歳入歳出同額の補正と

なっております。当初６,１７２人を見込ん

でおりましたが、結果的には４,０３０人と

なったところでございます。

以下は、年度末の整理でございます。

次の８６、８７ページにつきましても、年

度末における整理でございますので、８８、

８９ページをお開きいただきたいと思いま

す。

８９ページの一番下の段、衛生費の３、他

会計負担事業費の増、負担金、病院事業会計

負担金６,７９４万円の増額補正であります

が、まず１点目は、病院の不採算経費負担分

といたしまして６,９２７万６,０００円の増

額、その他経費の年度末整理といたしまして

１３３万６,０００円の減額ということで、

合わせて６,７９４万円を増額しようとする

ものでございます。

次に、９０、９１ページをお開きいただき

たいと思います。

９１ページの一番上の行、投資及び出資金

６,４００万４,０００円の増額補正でござい
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ますが、これは病院の医療機器元金償還金に

係るルール外分の一般会計の負担増というも

のでございます。

次、中ほどから少し下になりますが、保健

福祉総合センター維持管理事業費の増、消耗

品の５万６,０００円の増額と教育備品２４

万４,０００円の増額でございますが、これ

につきましては、１２月２日、松緑神道大和

山美幌支部長永澤則次様から、チャリティー

バザーの収益金の一部を保健福祉総合セン

タープレイルーム設備にと３０万円の御寄附

をいただきまして、絵本、絵本棚、文字ブ

ロック、ままごとセット、ソフトブロックを

購入しようとするものでございます。

次に、９２、９３ページをお開きいただき

たいと思います。

上から２段目になります。農業振興費、事

業では二つ目、農業担い手確保育成事業費の

増、補助金、青年就農給付金１５０万円の増

額補正でございますが、これにつきまして

は、国の補正予算に伴いまして、青年就農給

付金、本町は１件分でありますが、これにつ

いて、平成２７年度給付予定分を平成２７年

３月に前倒しして給付するもので、歳入歳出

同額トンネル補助でございます。

このページの一番下の段、道営土地改良事

業費の減の中の負担金、一番下の行、畑地帯

総合土地改良事業美幌昭美地区分担金２２６

万３,０００円の増額につきましては、事業

費の増に伴う増額でございます。

次に、９４、９５ページをお開きくださ

い。

９５ページの一番上の行、土地改良調査計

画事業稲都福梅地区負担金４７１万２,００

０円の減額補正でございますが、事業費が国

庫補助事業に振りかえることとなったことに

よる減額でございます。

次の段、林業推進事業費の増、積立金２８

１万円の増額補正でございますが、これにつ

きましては、まず１２月２９日、美和にお住

まいの松本勝美様から農林水産大臣賞受賞を

機に、林業振興に役立ててほしいと３０万円

の御寄附をいただきましたこと、次に２月２

日、森林整備協定により、コンベンション札

幌ネットワーク様から２４９万３,０００円

の御寄附をいただいたこと、それと基金利子

の増１万７,０００円を含めまして増額補正

をしようとするもので、これによりまして、

未来への森づくり基金の年度末残高は、２,

１８８万９,０００円となる見込みでござい

ます。

次に、９６、９７ページをお開きいただき

たいと思います。

上から２段目、土木費です。道路橋梁維持

管理事業費の減、光熱水費２４１万２,００

０円の増額補正でございますが、これにつき

ましては、電気料金の改定に伴う街路灯の電

気料の増分でございます。

その次の事業、除雪対策事業費の増、臨時

職員賃金１０４万３,０００円の増額補正に

つきましては、休日除雪に伴う時間外勤務手

当の増額でございます。

その次の光熱水費の７２万３,０００円の

増額でございますが、これにつきましても電

気料金改定に伴うロードヒーティングの電気

料金の増額をお願いしようとするものでござ

います。

次に、９８、９９ページをお開きいただき

たいと思います。

上から２段目、公園維持管理事業費の増、

１行飛びまして光熱水費３０万円の増額補正

でございますが、これにつきましても、電気

料金改定に伴います公園等の電気料金の増額

をお願いしようとするものでございます。

次の段、公共下水道繰出事業費、繰出金、

公共下水道特別会計繰出金８５５万３,００

０円の増額補正でございますが、公共下水道

使用料の見込み減による一般会計からの繰出

金の増額でございます。

次の１００ページから１０３ページにつき

ましては、年度末における整理でございます

ので、１０４、１０５ページをお開きいただ

きたいと思います。

上から３段目中ほど、芸術文化振興事業費
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の増、積立金１５５万７,０００円の増額補

正でございますが、まず１点は、１２月２４

日、東京都にお住まいの本田忠盛様からふる

さと寄附金といたしまして、芸術文化振興に

役立ててほしいと１５０万円の寄附金があっ

たこと、次、１１月１６日、北見市にお住ま

いの角田優様から、文化振興に役立ててほし

いと３万円の寄附があったこと、そのほか、

コカ・コーラボトリング様、あるいはサント

リービバレッジサービス様からの御寄附での

増額でございます。これらを芸術文化振興基

金に積み立てをしようとするもので、これに

よりまして、基金の年度末残高は９８１万

９,０００円となる見込みでございます。

その次の段、町民会館維持管理事業費の

増、機械器具１０万円の増額補正でございま

すが、これにつきましては、１２月１１日、

都橋にお住まいの関美恵子様から、日本善行

賞を機に、びほーる備品充実に役立ててほし

いと１０万円をいただきましたので、びほー

るのスピーカー２台を購入しようとするもの

であります。

次に、１０６、１０７ページをお開きいた

だきたいと思います。

１０７ページの一番上の段、二つ目の事

業、図書館費の活動促進事業費の増、消耗品

費３万円の増額でございますが、これは１２

月２４日、昭野にお住まいの岡田かおる様か

ら、児童書充実のため、３万円の御寄附をい

ただきましたので、図書を購入しようとする

ものでございます。

上から４段目、学校給食センター費、施設

維持管理事業費の増、修繕料２０万５,００

０円に増額補正でございますが、これは給食

センターの屋外にあります給水管のつなぎ手

ボルトが経年劣化により破損いたしまして、

漏水を起こしたことから修繕をいたそうとす

ることの増額でございます。

次の１０８、１０９ページにつきまして

は、年度末における整理でございます。

それでは、次に歳入を御説明いたしますの

で、６６、６７ページにお戻りいただきたい

と思います。

歳入におきましても歳出と同様、年度末に

おける整理が主でありますが、町税の町民

税、法人の分でございますが、税割の増とい

うことで、１,５９７万１,０００円の増額補

正しようとするものでございます。これにつ

きましては、製造業の業績回復による法人町

民税の増が主でございます。

次の段、３行目、償却資産の増ということ

で、７０７万３,０００円の増額補正であり

ますが、設備投資による償却資産の増が主で

ございます。

次、中ほどの負担金、民生費負担金の保育

料負担金の減４７９万８,０００円の減額補

正でございますが、入園者及び減免による減

額が主でございます。

次に、６８、６９ページをお開きいただき

たいと思います。

６９ページの上から３段目の一番下、臨時

福祉給付金給付事業費補助金の減３,０１２

万円の減につきましては、先ほど歳出で御説

明しましたとおり、見込み数の減によるもの

でございます。

１段飛びまして、がん検診推進事業補助金

の減、３７０万７,０００円の減額補正でご

ざいますが、補助基準の変更による減額でご

ざいます。

次に、７０、７１ページをお開きいただき

たいと思います。

一番上段でありますが、その一番下の行、

青年就農給付金事業補助金の増、１５０万円

の増額補正でございますが、先ほど歳出の農

業費で御説明いたしましたとおり、国の補正

予算による平成２７年度分の１年前倒しに係

る給付金でございます。ほかは、年度末にお

ける整理でございます。

次に、７２、７３ページをお開きいただき

たいと思います。一番上になります、一般寄

附金の増１００万円につきましては、歳出の

財政調整等基金費で御説明いたしました鳥里

にお住まいでありました故笠川政義様からの

御寄附分でございます。
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次のふるさと寄附金の増、３７０万５,０

００円の増につきましては、１１月４日から

１２月３０日にかけてのふるさと寄附金６８

件分で３７０万５,０００円であります。

次の社会福祉費寄附金の増でございます

が、１３０万円、この内訳は、１２月２日、

松緑神道大和山様からの３０万円と１２月１

７日、網走市の髙橋康弘様からの１００万円

の御寄附でございます。

次、林業費寄附金の増２７９万３,０００

円につきましては、１２月２９日にいただき

ました美和の松本勝美様から３０万円と２月

２日、コンベンション札幌ネットワーク様か

らの２４９万３,０００円の御寄附でござい

ます。

社会教育費寄附金の増１９万３,０００円

につきましては、１２月１１日にいただきま

した関美恵子様からの１０万円、１１月１６

日、角田優様からいただきました３万円、１

２月２４日、コカ・コーラボトリング様から

いただきました４万２,０００円、１２月２

６日、サントリービバレッジサービス様から

いただきました２万１,０００円の分でござ

います。

図書館費の１０３万円につきましては、細

川百合子様からの１００万円と岡田かおる様

からの３万円であります。

財政調整基金の繰入金５,７０７万７,００

０円の減額につきましては、今回の財源調整

を行おうとするもので、これによりまして財

政調整基金の年度末残高は１１億８,７６５

万３,０００円となるものでございます。

次のふるさとづくり基金繰入金の減７７万

１,０００円の減額でございますが、充当経

費の確定による減でございまして、これに伴

いまして、ふるさとづくり基金の年度末残高

は、８,６０１万５,０００円となる見込みで

ございます。

１段飛びまして雑入の２行目、物品等売払

の増、１４２万７,０００円の増額補正でご

ざいますが、これは鉄くず売り払いによる増

額補正でございます。

町債につきましては、第３表 地方債補正

で御説明いたしましたので、説明は省略させ

ていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 質疑は午後からとい

たしまして、暫時休憩をいたします。再開を

１時２０分といたします。

午後 ０時０５分 休憩

────────────────

午後 １時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

議案第５号の質疑をこれから行います。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） ６１ページ、地方

債補正のところの美園団地の屋根補修事業、

ここの何棟分なのかということをお知らせく

ださい。

それと、６７ページの歳入の製造業の法人

町民税の増ということなのですけれども、こ

れについて、何件なのか教えてください。

○議長（古舘繁夫君） 建築主幹。

○建築主幹（中沢浩喜君） 美園公住の修繕

の戸数ですけれども、５棟２０戸でございま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 法人町民税の増

額の要因ということで、製造業の業績回復と

いうことで御説明しましたけれども、これは

あくまでも全体でありまして、もちろんふえ

ているものもあれば、減っているものもある

というようなことで、件数については、お示

しできるものではございません。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） ８５ページの臨時

福祉給付金、給付事業費の減ということで、

見込みが六千百何人ということで、実績が四

千何ぼとお伺いしたのですけれども、この

差、２,０００人も、これは申請方法は個人
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が自分で申請するのか、役場のほうでお手紙

を出して申請するのかということと、どうし

てこの２,０００人もの方が申請をされな

かったのかという分析ができていたらお教え

願えますか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 当初国が示す数

値、これで算出しておりまして、全国で支給

対象者は２,４００万人ということで、人口

から納税義務者等を引きまして計算する方式

がありまして、それは国が示したものですか

ら、その数値によって、当初こちらのほうで

予算化させていただいております。これは国

から市町村に直接補助ということで、全て国

から示されたもので計算させていただいた結

果、このようなことが生じたということでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 申請されなかった

方は、美幌町として把握されているのかとい

うことと、そのフォローというか、どのよう

に分析されているのか。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） 申請率につきま

しては８９.０８％、決定率、該当にならな

かった方もいらっしゃいますので、支給率に

ついては８７.２５％となっております。

催促につきましては、期限が迫っておりま

すので、未提出者について、２回ほど通知し

ております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） ８５ページの高齢

者福祉費の中の緑の苑ユニット型個室利用者

負担激変緩和事業費の補助ということなので

すけれども、これは人数が減って、利用する

人が減って、このように金額が余ってきてい

るということの理解でよろしいのでしょう

か、それが一つ。

あと１０３ページ、１０４ページの教育費

のところの小学校費、それから中学校費の中

の要保護準要保護児童就学援助費というのが

両方とも減額されておりますけれども、これ

も利用する人の減なのか、全国的には、こう

いう家庭がふえてきている状況にあると言わ

れている中でも、美幌町としては、そういう

対象になる児童数というのが減っているのか

どうか、そこら辺のこと。それから知らない

でいて申請をしてなかったということがある

のかどうか、そこら辺のことをお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 緑の苑のユニッ

ト型個室利用者の負担軽減でございますけれ

ども、これはおっしゃるとおり２９名見込ん

でおりましたけれども、実績が２５名という

ことで減額させていただくものでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 小学校、中学校

の準要保護の関係でございますけれども、件

数が減っているかどうかということだという

ふうに思いますけれども、全体的にはそんな

に変わりはありません。結果的に各学用品で

ありますとか、項目は各種ございます。医療

費まで含めてですね。全体で結果として決算

が予算より執行残として残ったということ

で、金額的に減ったというか、減額になった

というか、そういう状況にあるかと思いま

す。

あと申請については、全家庭に申請書とい

いますか、該当となる部分については周知し

ながらやっておりますので、申請が漏れてい

るという状況にはないというふうに思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ８５ページの緑の

苑ユニット型の補助金なのですけれども、こ

れは減ということは、亡くなって新たに入っ

てくる人がいなくなったということの理解で
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よろしいのでしょうか、それだけお聞かせく

ださい。

それと、今回新たには認められないという

ことだっかなというふうには思っていたので

すけれども、もう一度そこのところはっきり

お伝え願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） これは緑の苑が

新しくなったときにユニット型ということ

で、その激変緩和をするためですので、将来

はなくなっていくというような形になりま

す。ですから、将来的にはゼロになるという

ような数値でございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） １０３ページ、１

０５ページの要保護・準要保護の関係なので

すけれども、残念ながら美幌も、ひとり親家

庭というのが少しずつふえてきているのかな

ということと、それからなかなか職業の関係

では、非常に難しい家庭もあったりして、そ

んなところでは、恥ずかしくて申請できない

という話もちらっと聞いたことがあるので、

そんなところもできればチェックしていただ

いた上で、活用していただきたいなと。やっ

ぱり教育を受ける上で、同じレベルで受けら

れたらいいなという思いがあったものですか

ら質疑させていただきました。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 先ほどの件で、

２８年までこの制度がございますので、おっ

しゃるとおり、亡くなった方の分が減るとい

うことでございます。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ７７ページの特別旅

費、これは帰任旅費、１年延長になって戻っ

てこないための減額というふうに聞いている

のですが、通常１年派遣している間に、美幌

町に帰町する機会というのは何回ぐらい旅費

か何かで計上されているのかわかれば、帰任

とは別に、ちょっと関連しますのでお尋ねし

ます。

それから８５ページ、先ほど中嶋議員から

質問した臨時給付金の申請率が８９.何ぼと

いうことは、対象者が自主的に四千四、五百

いるのだと思うのですけれども、その実対象

者数というのが何ぼなのかということを正確

に教えてください。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 特別旅費の減額

の件でありますが、今被災地のほうに１名派

遣しておりまして、１年間という期間であり

ますので、途中１回帰任するという旅費を計

上しているところでございます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 当方で押さえて

いる数値につきましては、４,４９６人とい

うふうになっております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） ２点。１点目は１

０５ページ、マナビティーセンター維持管理

事業費のところ、夜間窓口受付業務委託料の

３５万３,０００円減のことを、当初予算か

ら見てもかなりの減額だなと思っています。

そういう意味において、窓口業務というの

は、特別何かの機械を持ってきて云々という

別な分野でなくて、人件費そのものだという

とらえ方を私はしているものですから、その

点どういうふうな分析をされているのか。そ

れから人件費にかかわるのが主だとするなら

ば、そこら辺、法的に抵触することはないの

かという趣旨で、マナビティーセンターの件

が１件と、もう一つ、１０７ページの学校給

食センターの修繕費の話です。ちょっと私の

聞き取りが悪ければ、いま一度丁寧に説明し

ていただきたいのですが、給水管の破裂だと

いうことではとらえていますが、これが外回

りの給水管なのか、施設内の給水管、という

のは、外の場合は自然の凍結とかいうことも
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作用してあると思いますが、施設内となれ

ば、給水管、よく自宅の話をすれば、水を落

としておけば、例えばの話、防げた破裂事故

なのかということもちょっと知りたいもので

すから、いま一度、この２点について御説明

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） まず、１点目の

マナビティーセンターの維持管理費の３５万

３,０００円、夜間業務の関係でございます

けれども、マナビティーセンターの夜間につ

きましては、それぞれサークルなり、団体の

利用者の皆さんの自主的な部分の利用があっ

たときに、管理業務の受付業務の委託をして

おります。一定の利用があるということで見

込んでおりましたけれども、２６年度につい

ては、夜間の利用が若干減ったというような

ことで、その分の減額ということです。

それから、法的に問題がないのかというこ

とだと思いますけれども、この分については

契約上の中で、業務がないときについては委

託がないという形にしているものですから、

それについては法的には問題がないというふ

うに理解をいたしております。

２点目の給食センターの修繕費の関係でご

ざいますけれども、施設内でなくて施設の外

側ということでございます。給水管のつけ根

の部分から、腐食があって水漏れがしたとい

うことでございますので、破裂と言うより、

水漏れをしていたという状況の中で修繕をさ

せていただいたということでございますの

で、御理解いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 質問自体はまとめ

てということだったもので、答弁が二ついた

だきまして、わかりやすかったなと思います

が、あえて１０５ページの受付業務、申しわ

けございません。私が無知だったのかなとい

うことで、いま一度確認させていただきます

が、マナビティーセンターの夜間の受付は、

あえて言えばですよ、あらかじめ夜間利用す

る方の団体なりがないとするならば、夜間の

受付はしていないから、そういう意味では件

数が減ったよと、そういう意味で減額になっ

ていますというふうにとらえてよろしいので

しょうか。私はそういうふうに受けとめたの

ですが、私は一定期間、夜間は夜間として配

置されているものだと受けとめていたもので

すから、そこら辺もう一度、この１点だけよ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 吉住議員の御質

問のとおりでございまして、当初見込んでい

た夜間の利用の部分が、利用が減ったという

ことで、委託料も同時に減額になったという

ことでございます。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私のほうから、い

ま一度繰り返させていただきますが、マナビ

ティーセンターの夜間の受付業務というの

は、簡単に言えば、偶然来る人、来ない人と

いうのがわかっているから、来ないと明らか

にわかっている夜間受付は、初めから配置し

ていないよと。だからそういう意味では、掌

握した中での処理の結果、利用者団体、個人

含めて減ったから、単純に減りましたと受け

とめましたが、よろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） そのとおりでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第５号平成２６年度美幌町

一般会計補正予算（第１０号）についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の
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方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１５ 議案第６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１５ 議案第

６号平成２６年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案１１１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第６号平成２６年度美幌町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）について御説

明申し上げます。

今回の補正につきましては、医療費の見込

みを算出いたしまして、補助金等の変更交付

決定等に伴う補正を行おうとするものでござ

います。

平成２６年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１億１,１８９万９,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２８億９,２７２万７,０００円とするもので

ございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

１２２ページ、１２３ページをお開きいた

だきたいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般

被保険者療養給付費につきましては、受診件

数の減少により６,６６７万７,０００円を減

額するものでございます。

その下、２目退職被保険者等療養給付費に

つきましても、受診件数の減少でございま

す。２,５００万５,０００円を減額するもの

でございます。

その下、３目一般被保険者療養費につきま

しても、同様の受診件数の減少ということで

２７９万５,０００円を減額するものでござ

います。

４目退職被保険者等療養費につきましても

同様でございます。

２項高額療養費、一般被保険者高額療養費

につきましては、財源調整ということでござ

います。

７款共同事業拠出金、高額医療費拠出金に

つきましては、国保連合会により共同事業拠

出金が確定したため、９３２万４,０００円

の減額でございます。

次のページ、１２４ページでございます。

２目保険財政共同安定化事業拠出金につきま

しても、国保連合会より共同事業拠出金が確

定したための１,４１２万７,０００円の減額

でございます。

８款保健事業費、１目保健衛生普及費につ

きましては、個別予防接種の負担金でござい

まして、国保加入者の予防接種費用を負担す

るもので、４種混合ワクチン、子宮頸がんワ

クチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク

チンの見込み数減少による１０万１,０００

円を減額するものでございます。

９款基金積立金、１目国民健康保険基金積

立金につきましては、当初予算では預金利子

を０.１％見込んでおりましたが、決算見込

み額では、０.０３５から０.１９５の利率実

績であったため、１３万３,０００円を減額

するものでございます。

１０款諸支出金、３目償還金につきまして

は、平成２２年度から平成２４年度の特別調

整交付金算定に当たりまして、北海道が示す

数値で算出したところ、過大交付となり返還

することとなったため、４９万８,０００円

を増額補正するものでございます。

その下、３項繰出金、１目直営診療施設繰

出金につきましては、かねてから申請してお

りました国保病院の保健事業、直営診療施設
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運営事業に係る特別調整交付金が確定したた

め、６１１万円を増額補正するものでござい

ます。

歳出は、以上でございます。

次に、歳入について御説明いたします。１

１８ページ、１１９ページお開きいただきた

いと思います。

２、歳入について御説明をいたします。

１款国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税につきましては、現年度分の所

得増に伴いまして１,５４３万６,０００円を

増額いたしまして、その下の後期高齢者支援

金についても２８０万５,０００円を増額す

るものでございます。

その下、退職被保険者等国民健康保険税に

つきましては、現年度分が５４１万６,００

０円減額見込みのため減額補正でございま

す。

２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目高

額医療費共同事業負担金につきましては、歳

出の国保連合会高額療養費共同事業拠出金の

額の確定により、補助率は４分の１の精算の

結果、２３３万１,０００円を減額するもの

でございます。

その下、国庫補助金、財政調整交付金につ

きましては、直営施設、これ国保病院の保健

事業分でございます。６１１万円を増額補正

するものでございます。

３款療養給付費等交付金につきましては、

保険税の退職医療給付費現年課税分を減額す

ることにより５４１万６,０００円の増額、

それから退職被保険者の医療費の減により

２,５３５万円を、これを合わせまして１,９

９３万４,０００円を減額するものでござい

ます。

５款道支出金、１項道負担金、１目高額医

療費共同事業負担金につきましては、国庫補

助と同様の補助率４分の１でございます。２

３３万１,０００円を減額するものでござい

ます。

６款共同事業交付金につきましては、これ

は１件８０万円以上の高額レセプト、これが

減少したことによりまして、４,０２５万７,

０００円を減額するものでございます。

その下、２目保険財政共同安定化事業交付

金につきましては、１件３０万円から８０万

円の高額療養費ですけれども、これが増加し

たことによりまして、６３８万５,０００円

を増額するものでございます。

７款財産収入、１目利子及び配当金につき

ましては、利率の減少による１３万３,００

０円の減額でございます。

８款繰入金、１目国民健康保険基金繰入金

につきましては、国民健康保険税当初予算見

積もりより増加したこと、それから療養給付

費の減少により繰り入れしなくて済みました

ので、７,２２３万３,０００円を減額するも

のでございます。

その結果、３月の補正後の基金残高につき

ましては、３億１,０８９万円でございま

す。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 説明を受けたので

すけれども、１２７ページの直営診療施設繰

出金というところを、もう少し詳しく聞かせ

ていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） これにつきまし

ては、国保病院の保健事業分と直営診療運営

分ということで、内容は、いいですか。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今御質問の内

容については、国保病院で総合相談窓口、そ

れとお医者さんが講演会に出向いて講演をし

たりしております。それの経費、あるいはイ

ンターネットによる医師確保対策経費という

ことで委託料の部分、それだとか夜間・休日

における代替医師賃金、これらが国保調整交

付金の対象になって交付されているものであ

ります。
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○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 歳入歳出の大きな流

れで行きますと、医療費が９,４００万円ほ

ど、当初２０億円ほどかかるよというのが、

約１億円費用が減少し、歳入が６億３,００

０万円が予定よりも１,２００万円ほど多く

なるということで、町の国保会計で言えば、

大変ありがたい話になっているというのが中

身かと思います。その結果、国民健康保険基

金は、当初１億円ぐらいの見積もりだったか

なというように思っているのですが、結果的

には３億円を超える基金を保有するというこ

とになっています。多分３億円を超える基金

保有という点で言えば、ことしで連続４年目

になるのかなというふうに思っているのです

が、結果を見た場合に、保険税が相当程度高

かったということを意味するのではないかと

思うのですが、現時点でそういう判断でよろ

しいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 前にも御答弁い

たしましたけれども、例えば診療分で国から

安定化交付金だとか、そういうものを請求し

ておりまして、その分を積み上げますと結構

な額になります。ですから、保険料を結果的

に、保険税をその数値によって国から余計に

もらっている分がありますので、適正化と言

われますが、その分を保険税等穴埋めすべき

かという御意見だと思いますけれども、高い

か高くないかという部分につきましては、国

から余計にもらった分を積み立てているとい

うふうに私どもは考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） うれしい補正予算を

提出していただいたというのは、同じ気持ち

だと思っています。積み立てた国保基金から

繰り入れをしなくても済んでいると。結果的

には、当初計上、予測していた基金残高は、

３億円台に、ことしも上るという形になって

おりまして、この会計をどういうふうに判断

するかというのは、うれしい補正を計上して

いただいた上での政策判断が４年連続という

そういう状況の中で、しっかり受けとめるべ

きかなというように、とりあえず思っている

というのは、中身としては大きく違うもので

はないのかなと思っておりますが、そのよう

な受けとめ方をとりあえずさせていただけれ

ばと思っています。違いがあれば、訂正して

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど、民生部長な

かなか答えにくい質問だと思いますので、私

のほうから答弁させていただきますけれど

も、今回も結果的に歳出のほうで９,０００

万円、そして歳入で１,２００万円というこ

とで、１億円ちょっとということで、トータ

ルで今までの基金の残高を含めて３億円に上

るということであります。それで、この保険

税が高かったのかどうかということについて

は、これはちょっとなかなか直接的には結び

つかないのかなと思います。健康づくりが随

分進んだのかなというような思いも実はして

おります。その結果、かかり控えということ

では多分ないと思いますので、そう信じたい

部分もありますけれども、健康づくりが進ん

だ、その結果がこういう形に出てきたのかな

というような、それがここ数年続いていると

いうことは、やはりそういった効果が出てい

るのかなというようなことで、保険税が高い

かどうかということについては、ちょっとど

こと比較して高いかというようなことも含め

て、重税感があるのかどうかということもあ

ると思いますけれども、いずれにしろ３年、

４年続いてきたというようなことであります

ので、この使い道だとか、あるいはどういう

形で還元できるかについては、今後の課題と

して受けとめていきたい、そのように思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 一般質問ではないの

で、展開は差し控えたいと思いますが、従来
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から基金残高は直ちに、もらい過ぎだから加

入者に戻すべきだという一つの原則がありま

すが、私自身は、地域医療費が右肩上がり

で、１人当たりで上がっている限りは非常に

不安定な状況なので、保健事業、健康づくり

のために、それは大いに活用すべきではない

かということで、美幌町としては取り組まれ

てきているので、その成果が上がっていると

いうことは、ベースとして評価していただく

ことが必要なのかなとは思っているのです。

それが安定してくると、なお地域の医療費総

額が下がり、必要な歳入の税を引き下げるこ

とが初めて可能になってきている可能性があ

るので、そういう点では情報を積極的に開示

していただいて、効果が上がっているという

のが全町民が理解できれば、ますますそれに

拍車がかかっていくのだろうというふうに

思って質問をしているところです。それで、

ぜひこの４年ほどの間に、やっぱり基金を

しっかり持つことができているという原因と

結果については、評価については新年度予算

の議論の中でも情報として提示していただけ

ればありがたいというふうに思って、３回目

の質問をいたしました。この点では、どうで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今御質問のように、

やはり健康づくりというような、この基金を

どう使うかについては、健康づくりに使って

いくというようなことも一つだと思います

し、それで国民健康保険は医療分と介護分も

入ってますので、その辺の全体的な見直しは

やっぱり必要なのかなと。その結果が保険税

が、例えば安くなるとか高くなるとかという

ことは、今にわかに申し上げることはできま

せんけれども、いずれにしろ見直しは、その

時々しっかりとやっていく必要があると思っ

ていますので、ただこの基金も、はやり病だ

とか、何か急なことの必要性が出てくると、

やはり一定の基金を持っていかなければ対応

ができないというようなこともありますの

で、そういうことも含めて、全体の中で考え

ていかなければいけない問題だと、そのよう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） １１９ページの下

から２行目、共同事業交付金ということで、

高額医療費共同事業交付金の減ということ

で、これ１件８０万円以上のレセプトが減と

なったことをおっしゃっていたのですけれど

も、この疾患というか病名、どういう病名の

方たちが、このように減少されたかというと

ころまで検証されているかどうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 大変申しわけあ

りませんが、その分析については、まだ行っ

ておりません。

○３番（中嶋すみ江君） 今後検証をよろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） はい、わかりま

した。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第６号平成２６年度美幌町

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１６ 議案第７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１６ 議案第

７号平成２６年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第４号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。
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民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の１２９

ページでございます。

議案第７号平成２６年度美幌町介護保険特

別会計補正予算（第４号）について御説明申

し上げます。

今回の補正につきましては、居宅介護サー

ビス給付費、それから施設介護給付費など、

年度末における事務事業の確定見込みに伴う

補正でございます。

平成２６年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１,００７万１,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６

億６,００５万７,０００円とするものでござ

います。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

１４０ページ、１４１ページ、お開きいた

だきたいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費につきましては、財源調整でございま

す。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費、１目居宅介護サービス給付費につきまし

ては、訪問介護、通所介護、短期入所生活介

護が減少したことによりまして、１,７２６

万９,０００円を減額するものでございま

す。

居宅介護サービス給付費の内訳としまし

て、ホームヘルパーにつきまして、美幌では

７事業所で行っておりますが、訪問介護利用

者の増額を見込んでおりましたけれども、利

用者が前年度と変わらなかったというような

ことで減額するものでございます。

その下、２目施設介護サービス給付費１,

００５万１,０００円の増につきましては、

介護老人保健施設利用者の増でございます。

介護度の高い方の利用による増ということで

増額するものでございます。

２項介護予防サービス等諸費、１目居宅介

護予防サービス給付費につきましては、通所

リハビリ等の増加により１２５万７,０００

円を増額するものでございます。

次のページ、１４２ページ、１４３ページ

お開きいただきたいと思います。

３項高額介護サービス等費、１目高額介護

サービス費につきましては、利用者が利用し

たサービスの１割を定額負担しております。

１割負担の合計額が一定額を超えた場合に、

利用者に払い戻す制度でございます。居宅介

護、施設介護サービスの給付実績２１０人と

いうことで見込んでおりましたが、２２２人

増加を見込んでいるということで、８３万

４,０００円の増額でございます。

４項高額医療合算介護サービス等費につき

ましては、医療保険と介護保険の自己負担額

の合計額が一定額を超えた場合に支給する制

度でございます。対象者の増加により、５５

万５,０００円を増額するものでございま

す。

５項特定入所者介護サービス等費につきま

しては、利用に関する食費、滞在費は保険給

付の対象外ですが、低所得者に対して施設の

設定金額と、それから所得段階ごとに設けら

れました負担限度額との差額を給付するもの

でございます。１件当たりの支給金額が減少

したということで、４２８万３,０００円を

減額するものでございます。

６項その他諸費、１目審査支払手数料につ

きましては、審査件数増加により２万７,０

００円増額するものでございます。

３款地域支援事業費、次のページ、１４４

ページ、１４５ページでございますけれど

も、１項介護予防事業費につきましては、高

齢者学級等における学習講師報酬の執行残と

いうことで２５万４,０００円を減額するも

のでございます。

２項包括的支援事業費・任意事業費でござ

いますが、紙おむつの支給事業で、当初３５
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人見込んでおりましたけれども、９人減少い

たしまして、５３万１,０００円を減額する

ものでございます。

また、配食サービス事業につきましては、

当初６３人見込んでおりましたけれども、１

６人の方がそれぞれ入院等で中止するとか、

そういうことがございましたので、５２万

５,０００円を減額するものでございます。

４款基金積立金につきましては、利率の増

加により６万７,０００円を増額するもので

ございます。

歳出は、以上でございます。

歳入につきましては、１３６ページお開き

いただきたいと思います。

歳出の居宅介護サービス給付費、施設介護

サービス給付費、それから居宅介護予防サー

ビス給付費、高額医療合算介護サービス等

費、審査支払い手数料及び介護予防事業費に

対する国の補助金、支払い基金、道の負担分

の補正ということでございます。

１３８ページでございます。基金繰入金、

介護保険基金繰入金１７３万５,０００円の

減額につきましては、今回の補正に伴いまし

て介護保険基金繰入金を減額するものでござ

います。

なお、平成２６年度末の基金残高見込み額

は、５,４４５万円の見込みでございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくどうぞお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） １４１ページの居

宅介護サービス給付費の減ということなので

すけれども、国でも今の在宅とか居宅サービ

スというところに重点的に力を入れているよ

うな感じがしていたのですけれども、今回こ

このサービスでかなりの減額というところで

は、どういう原因があったのかと、サービス

を受けづらいというようなことはないのかど

うか、そこら辺のことで、もし具体的にわか

れば、お聞かせいただきたいなというふうに

思います。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） 居宅介護サービ

スの減ということでございますけれども、こ

れは当初予算、２５年度から伸びるだろうと

いうことで予算を組んでおりましたけれど

も、２５年ベースに戻ったといいますか、予

算計上したより伸びがなかったということで

減額をしたものでございます。

あと、サービスが受けづらいのではないか

ということでありますが、そのようなことは

ございません。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 例えば、今まで利

用していた人たちの話だとか、こういう制度

の利用しづらいというところで話は聞いたこ

とはありませんか。できれば、介護を受ける

方にとっては、自分の家で介護を受けたいと

いうのが最も理想的な形だろうなと思ってい

るのですよね。それで、当初の見込みからす

ると、希望者がなかったということでは、そ

ういう人が少なかったという理解にもなるの

かもしれないのですけれども、結構老々介護

で大変だという話はあちこちで聞かれてはい

るのですけれども、そういう情報というの

は、なかなかそちらのほうにまで届いていな

いのかなというふうにも勝手に解釈している

ところなのですけれども、そこら辺のところ

ではいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今、主幹言いま

したとおり、実際には私どももふえるだろう

ということで、増額で見込んでいたのですけ

れども、施設に入る方もおられますので、で

すからその辺のバランスが、年度によって必

ずしもふえない場合もあると思うのです。そ

れで、当初２５年度は１３９人から１６６人

というふえ方をしておりましたので、同じよ

うに、３０人弱ですけれども、見ていたので

すが、結果としてはそのようなことにならな

かったという状況にございます。
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○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 同じく１４１ページ

の、先ほど居宅介護サービスの給付の訪問介

護以外三つぐらい下がったと言っていたので

すけれども、その種別で幾ら下がっているの

か、金額的に教えていただけますか、内訳

を。先ほど民生部長、何か３種類ぐらい種類

言っていたと思うのですが、よく聞き取れな

かったので、金額もわかれば教えてくださ

い。新年度とちょっと絡まってくる部分あり

ますので。

○議長（古舘繁夫君） 時間かかるなら後に

するかい。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、後ほど資

料で配付いただければと思います。議長、お

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 後で資料ね。

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第７号平成２６年度美幌町

介護保険特別会計補正予算（第４号）につい

てを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１７ 議案第８号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１７ 議案第

８号平成２６年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第４号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１４

７ページをお開き願います。

議案第８号平成２６年度美幌町公共下水道

特別会計補正予算（第４号）についてを御説

明申し上げます。

平成２６年度美幌町の公共下水道特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。

今回の補正につきましては、年度末の事務

事業の確定等による執行残等の整理を行おう

とするものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１,１０５万７,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０

億１６９万７,０００円とするものでありま

す。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」で御説明いたしますので、１５０

ページをお開き願います。

第２表、地方債補正であります。

公共下水道事業の限度額６,６５０万円を

終末処理場電気設備更新実施設計委託料並び

に終末処理場電気設備等更新工事の入札執行

残による事業費確定により３６０万円を減額

して、限度額を６,２９０万円とするもので

あります。

次に、１５６ページ、１５７ページをお開

き願います。

歳出です。

１目一般管理費、一般事務費の減でありま

すが、１３節委託料の使用料収納事務委託料

の７万８,０００円の増でありますが、こち

らは算定対象経費であります水道事業の職員

の時間外勤務手当の確定によるものでありま

す。

その下、公課費以降の歳出につきまして

は、いずれも事務事業の確定等による執行残

等の整理を行おうとするものであります。

次に、１５４ページ、１５５ページにお戻

り願います。
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歳入であります。

使用料及び国庫補助金、町債は事務事業の

確定により減額、一般会計繰入金の増額は事

務事業整理に伴う財源調整であります。

また、１５５ページの一番上であります

が、下水道使用料の減であります。こちら

は、主に家庭用の使用料の減によるものであ

ります。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８号平成２６年度美幌町

公共下水道特別会計補正予算（第４号）につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１８ 議案第９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１８ 議案第

９号平成２６年度美幌町個別排水処理特別会

計補正予算（第４号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１６

１ページをお開き願います。

議案第９号平成２６年度美幌町個別排水処

理特別会計補正予算（第４号）についてを御

説明申し上げます。

平成２６年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

今回の補正につきましては、年度末の事務

事業の確定等による執行残等の整理を行おう

とするものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ８５４万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７,７６２万６,０

００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」で御説明いたしますので、１６４

ページをお開き願います。

第２表、地方債補正であります。

個別排水処理施設整備事業の限度額２,８

４０万円を設置件数の減、これは１０件見て

おりましたものが８件に、設置する浄化槽の

人槽の変更により７６０万円を減額して限度

額を２,０８０万円とするものであります。

次に、１７０ページ、１７１ページをお開

き願います。

歳出であります。

１目一般管理費、一般事務費の減、貸付金

１７万円の減額でありますが、水洗便所改造

等資金貸付金を当初２件見込んでおりました

が、実績が１件しかなかったため、１件分の

減額であります。

３目建設費、建設事業費の減であります

が、当初見込んでおりました浄化槽設置が８

件となったこと、さらには設置した浄化槽の

人槽が変更になったことに伴いまして、工事

請負費を８３７万円減額するものでありま

す。

次に、１６８ページ、１６９ページをお戻

り願います。

歳入であります。

受益者分担金、個別排水処理施設使用料

は、新規設置件数の減などによるものであり

ます。

上から２行目の個別排水処理施設放流管移

設分担金１万３,０００円は、使用者の事情

により、放流管の布設箇所を変更することと
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なったため、その費用の一部を使用者に負担

をいただくものであります。

一般会計繰入金は、今回の補正に伴います

財源調整であり、水洗便所改造等資金貸付金

償還金は、歳出で申し上げました貸し付け対

象者の減によるものであります。

町債につきましても、第２表で申し上げた

設置工事費の確定によるものであります。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第９号平成２６年度美幌町

個別排水処理特別会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

暫時休憩をします。再開を２時半としま

す。

午後 ２時２０分 休憩

────────────────

午後 ２時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１９ 議案第１０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１９ 議案第

１０号平成２６年度美幌町水道事業会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１７

３ページをお開き願います。

議案第１０号平成２６年度美幌町水道事業

会計補正予算（第３号）についてを御説明申

し上げます。

今回の補正につきましては、年度末の事務

事業の確定等により、執行残等の整理を行お

うとするものであります。

総則。

第１条、平成２６年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

業務の予定量の補正。

第２条、平成２６年度美幌町水道事業会計

予算（以下「予算」という。）第２条に定め

た業務の予定量を次のとおり補正する。

給水戸数は使用件数の増、年間総給水量、

１日平均給水量は使用量の減、主要な建設事

業は執行残及び事業確定による減額で、記載

のとおりであります。

収益的収入及び支出の補正。

第３条、次のページにあります資本的収入

及び支出の補正、第４条につきましては、補

正予算実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。

１７５ページをお開き願います。

企業債の補正。

第５条、起債の目的でありますが、水道管

路整備事業であります。補償工事対象路線で

あります道道北見端野美幌線の工事延長が減

少したこと等により４１０万円を減額して、

補正後の限度額を５,７４０万円とするもの

であります。

その下、水道施設整備事業でありますが、

入札の執行残により１５０万円を減額し、限

度額を１,４３０万円とするものでありま

す。

その下、量水器収納筐設置事業であります

が、入札の執行残等により２７０万円を減額

し、限度額を５,６９０万円とするものであ

ります。

議会の議決を経なければ流用することがで

きない経費の補正、第６条及びたな卸資産購

入限度額の補正、第７条につきましては、記

載のとおりであります。
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１７６、１７７ページをお開き願います。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０号平成２６年度美幌

町水道事業会計補正予算（第３号）について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第２０ 議案第１１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２０ 議案第

１１号平成２６年度美幌町病院事業会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） それでは、議

案１９１ページをお開き願います。

議案第１１号平成２６年度美幌町病院事業

会計補正予算（第３号）について御説明を申

し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収支で

は、年度末における執行見込みによる予算の

整理と不採算繰入金の補正及び行政報告いた

しました４名の医師採用のうち、２名の採用

予定の医師は紹介会社経由によるもので、紹

介手数料の補正を行うとともに、資本的収支

では内部留保資金を確保するため、出資金の

増額補正を行うものであります。

第１条、平成２６年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

第２条の業務予定量の患者数、第３条の収

益的収支の補正額につきましては、それぞれ

執行見込みを踏まえた補正を行うものであり

ます。

内容については、実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。

次に、１９３ページをお開き願います。

第４条、資本的収支の補正につきまして

は、資本的収支の不足額を２０８万２,００

０円に改め、過年度分損益勘定留保資金で補

う補正を行うものであります。

内容については、実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。

第５条の債務負担行為の補正につきまして

は、車両借上料の確定による限度額の補正

を、第６条の議会の議決を経なければ流用の

できない経費である職員給与費及び第７条の

他会計からの補助金の補正につきましても、

記載のとおり執行見込みを踏まえた補正を行

うものであります。

詳細については、実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。

次に、１９５ページをお開き願います。

医業収益の補正についてであります。入院

外来収益の減額補正は、当初予算で外科医師

３名の常勤医師の増加による入院、外来収益

の増加を見込んでおりましたが、常勤医師の

採用が困難であったことから、決算見込みを

踏まえた減額補正を行うものであります。

その他の医業収益につきましては、決算見

込みによる補正をそれぞれ行うものでありま

す。

次に、１９７ページをお開き願います。

医業外収益の補正であります。

一般会計補助金は、執行見込みによる補正

を、国保会計補助金につきましては、病院が

実施した健康管理事業、インターネットによ

る医師確保対策経費、休日・夜間における代

替医師賃金などが国保特別調整交付金の採択

となったことから、それぞれ増額補正を、一

般会計負担金のうち、収益的収支の不足財源

の補填として、不採算地区病院の運営に要す
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る経費６,９２７万６,０００円を不採算繰入

金として増額補正を行うものであります。そ

のほかは、執行見込みによる補正でありま

す。

次に、１９９ページをお開き願います。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１号平成２６年度美幌

町病院事業会計補正予算（第３号）について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第２１ 議案第４３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２１ 議案第

４３号平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第１１号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、追加

議案の３ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第４３号平成２６年度美幌町一般会計

補正予算（第１１号）について説明を申し上

げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第１１号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、除雪対策事業

費の増額補正でありまして、例年にない暴風

雪が続き、これまでに４回の補正をさせてい

ただいたところでありますが、いまだに毎週

のように降雪、暴風雪が発生をいたし、本日

から今月の下旬までの除雪予算に不足が生じ

ることから、さらに補正をお願いしたいとい

うものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２,８００万円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ９９億８,７３５万６,０００円とす

る。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

１２、１３ページをお開きいただきたいと

思います。

歳出でございますが、土木費、除雪対策事

業費の増ということで、自動車等借上料２,

８００万円であります。本日以降月末までの

間の除雪等に要する借上料として補正をお願

いをしたいというものでございます。

内容につきましては、一斉除雪分として３

回分、雪捨て場ブルの借り上げの増、雪庇、

わだち等排雪に伴いますダンプの借上料の

増、暖気による路面整正によるダンプの借上

料。

以上でございます。

それでは、歳入を御説明いたしますので、

１１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

繰入金、財政調整基金繰入金の増というこ

とで２,８００万円。今回の補正財源を財政

調整基金に求めるものでございまして、これ

によりまして、財政調整基金の２６年度末残

高は１１億５,９６５万３,０００円となるも

のでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 今回の予算、本当

に大雪で、皆さんも財政的にも大変だなと

思っているところであります。来週の月曜

日、私の一般質問もあるのですが、ここで１
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回聞いておかなければという思いがありまし

て、要するに建設部の予算ということのくく

りで、今回もさきの専決処分の内容も、途中

からのことは別として、みんなくくって除雪

費を見ているわけですけれども、私はここで

ちょっとだけ仕組みとしてお尋ねしたいので

す。大きい意味で除雪費、除排雪費というこ

とですけれども、例えば公共施設にも駐車場

がある。私は雪は一円に等しく降っているも

のだと思っているのです。そうなると、この

除雪費というのは、施設管理においてでも、

当然駐車場なんかあるとすれば、そこの押っ

つける費用、もしかしたら排雪するかもしれ

ない費用というのは入ってないのではないか

という懸念を持っています。そういうことも

含めて、これはあくまでも主に町道、道路に

関する部分の予算なのか、あえて言えば公共

施設の分の、款項目節からいったら入ってな

いと思うのです。あるべきだと、私は当然

あってしかるべきだと思っているのですが、

そこら辺の今回の補正も含めて、ちょっと過

去の話も含めて、行政全体としてどう考えて

いるのだということを確認しておきたい程度

の話ですが、総務部長よろしくお願いいたし

ます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 除雪費の予算で

ありますが、この土木費の予算は道路橋梁維

持費ということで、道路、橋梁等に係る除雪

費であります。

予算の組み方につきましては、自治法上性

質別予算ということになりますので、一般的

な公共施設の上物とかありますが、そういっ

た道路以外の公共施設については、それぞれ

の性質の科目で組まなければいけないという

ことになっておりますので、それぞれの施設

に係る費用で予算を計上しているところでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） それでは、改めて

今回のことに限ってお尋ねを再度。今の説明

を受けとめた上でお聞きしますが、それでは

各施設を担当する部局から、施設管理とい

う、除雪、排雪という意味合いの予算は上

がってきていないと、こういうふうに受けと

めたのですが、よろしゅうございますでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 各公共施設の除

雪費の予算につきましては、当初予算で計上

しております。それ以降、増額の要望という

のはございません。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今回の補正で、除雪

対策事業費は当初から比べて、この２,８０

０万円の補正をしたことによって、トータル

で幾らになるのかというのと、美幌に限ら

ず、北海道のことしは異常な暴風雪で、かな

り除排雪の経費がかかっていると思いますの

で、いわゆる特別交付税による補填以外に、

首長として特別な措置を国、道に求めている

のか、その辺の状況をわかればお知らせいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） まず、除雪

対策事業費の予算総額の件でございます。

予算総額は、今回の補正を提案させていた

だいております２,８００万円を加えて、２

億１,０２０万円になります。

また、特定財源の関係でありますが、除雪

の関係で社会資本整備交付金、こちらが除雪

対策に要する費用ということで２５２万６,

０００円、こちらは交付金として歳入を予定

しております。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） このたびの暴風雪等

に対する除排雪経費、各町村それぞれ多額に

上っているということで、日にちちょっと定

かでありませんけれども、２月にオホーツク

圏活性化期成会で中央陳情をしております。
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急遽な話で、私ちょっと行けませんでしたけ

れども、連名として美幌町長土谷耕治、それ

から美幌町議会議長古館繁夫の名前も含め

て、オールオホーツクの立場で、特別交付税

で特殊事情を的確に反映させてくれというよ

うな要望も行っているところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 予算面で２億１,０

００万円ということで、多分過去最高ではな

いかと思うのですが、その確認をひとつさせ

てください。

もう一つ、各地の積雪量が、旭川方面はど

うやら少ないのだということで、主役は道東

に移ってきているということで、非常に残念

なのですけれども、美幌町のデータが一体ど

れぐらいなのか。過去最高値だろうとは思っ

ているのですが、不勉強でちょっとよくわか

りかねております。情報がありましたら、こ

の際、今回、昨年暮れからことしにかけての

シーズンの積雪量になるのか、何という表現

になるかわかりませんが、お知らせいただけ

ればと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） まず、除雪

費の決算額の関係でございますが、今回、今

提案させていただいている分で、除雪対策事

業費が２億１,０２０万円であります。ま

た、過去最大の豪雪と言われておりました平

成１６年の１月の豪雪がありました平成１５

年度でありますが、こちらは決算額で２億

２,１６９万１,０００円と、今回の平成２６

年度より１,０００万円弱多い状況でありま

す。

また、積雪の状況でありますが、アメダス

の昭野観測所のデータでございますが、２月

末の状況では、積雪深が２メーター９３セン

チ、最大積雪深は７８センチとなっておりま

す。

一方、これに匹敵する量としましては、平

成２４年度が１月で降雪量として４メートル

８３センチ、そして最大積雪深は８３センチ

と、ことしよりも多い状況であります。た

だ、ことしにつきましては、御承知のように

１回に降る量が多いのかというふうに感じて

おります。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第４３号平成２６年度美幌

町一般会計補正予算（第１１号）についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

暫時休憩いたします。再開を５５分からと

いたします。

午後 ２時５０分 休憩

────────────────

午後 ２時５４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第２２ 議案第１２号から

日程第５２ 議案第４２号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２２ 議案第

１２号美幌町自治基本条例の一部を改正する

条例制定についてから、日程第５２ 議案第

４２号平成２７年度美幌町病院事業会計予算

についてまでの３１件は、いずれも新年度関

係の議案でありますので、この際、一括議題

といたします。

─────────────────────

◎予算編成方針

○議長（古舘繁夫君） これから、平成２７

年度予算編成方針について、町長の発言を許
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します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日ここ

に、平成２７年度一般会計ほか特別会計及び

事業会計予算並びにこれらに関連する議案の

御審議をいただく平成２７年第１回美幌町議

会定例会に当たり、予算編成方針と重点施策

を中心に所信を申し上げ、町民の皆様並びに

議員の皆様の御理解と御協力をお願いする次

第であります。

御承知のとおり、本年は、住民の皆様の審

判を受ける統一地方選挙が行われる年であ

り、本町におきましても、町長並びに議会議

員の改選が行われることとなっております。

したがいまして、平成２７年度は骨格予算と

し、特に政策的な予算については、改選後に

企画・立案し、新しく構成されます議会へ提

案し、審議決定を願うことといたした次第で

あります。

しかし、骨格予算と言いましても、既にそ

の執行が確定しているもの、また、国、道に

関連する事業、制度改正に伴う事業、さらに

は町民会館改築事業やパークゴルフ場整備事

業などの継続事業に加え、雇用対策費や子育

て支援事業など、急を有する事業などについ

ては予算化し、町政の推進に支障を来さぬよ

う配慮しながら予算編成に当たったところで

あります。

国は、人口減少対策と地方の再生を図るた

め、地方創生関連法を整備し、景気回復を加

速するための経済対策を打ち出すなど、経済

の好循環と民需主導による経済成長を強く後

押しする姿勢を示しております。

しかしながら、本町においては、景気低迷

による町税収入の伸び悩みと、縮減傾向にあ

る地方交付税など、自主財源の安定確保が課

題となっており、依然として厳しい財政状況

が続いている現状にあります。

町政運営の基本的な考え方。

国においては、地方創生・人口減少の克服

を目的とし、昨年１２月、「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を策定し、地方自治体に

おいても、地方版総合戦略などの策定が求め

られております。

これを受け、北海道においても、本年１

月、総合戦略の基本となる北海道における人

口減少問題に対する取組指針「素案」を策定

したところであり、本町にあっては、１月３

０日に「美幌町まち・ひと・しごと創生本

部」を設置し、平成２７年度中には人口ビ

ジョン・総合戦略を策定できるよう、全庁を

挙げて取り組んでまいります。

本年２月、国の２０１４年度補正予算が可

決・成立し、補正予算には、消費喚起や地域

活性化を目的に創設された地域住民生活等緊

急支援のための交付金が盛り込まれ、本町に

は総額９,４７８万２,０００円の限度額が示

されました。平成２６年度予算ではあります

が、その全額を翌年度に繰り越して実施する

ことから、新年度事業を一部先行して予算計

上するものもあり、新年度当初予算と並行し

て取り組んでいくこととなります。

財政運営上、財源確保面で、かねてからの

二大重要課題でありました過疎地域指定及び

不採算地区病院に係る特別交付税措置につき

まして、過疎地域指定は平成２６年度からの

指定に伴い、事業の優先度や緊急性を判断の

上、事業の集中と選択化を図り、行政サービ

スの提供に最大限生かしているところであり

ます。

一方、不採算地区病院に係る特別交付税措

置につきましては、継続して提案・要望を実

施してまいりました。

総務省においては、現行の対象要件につい

ては見直しの余地があるとの判断に立ち、平

成２６年度中に検討を行うこととしていたと

ころ、２月１７日に検討結果が公表され、第

２種の適用要件が人口集中地区以外の区域に

ある病院から、病院を中心に半径５キロ以内

の人口が３万人未満であることに見直され、

本町の国保病院が６年ぶりに対象となること

となりました。交付額につきましても、従来

の１床当たり６８万円から８４万２,０００
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円に増額、総額で１,６０３万８,０００円増

額することとなり、長年にわたり要望活動を

してきた結果が実り、安堵しているところで

あります。

また、社会保障と税にかかわる番号制度に

ついては、関係システムの整備費用を予算措

置しているところであります。

厳しい状況は、この先も続くと思われます

が、直面しているさまざまな課題の解決に向

け、地域経済の活性化対策のほか、地域医療

の充実、防災・減災対策、子育て支援の充

実、高齢者の見守りや健康づくりの充実、教

育環境の改善、公共施設の長寿命化などに特

に力を入れ予算編成に当たったところであり

ます。

その結果、一般会計では９７億２,３３２

万円、特別会計では、国民健康保険特別会計

３２億２,７８０万７,０００円、後期高齢者

医療特別会計２億９,２８１万４,０００円、

介護保険特別会計１６億７,０８２万９,００

０円、公共下水道特別会計１１億１,９６９

万円、個別排水処理特別会計９,０７５万４,

０００円、事業会計では水道事業会計８億

２,３１３万３,０００円、病院事業会計２３

億７,９９９万９,０００円、全会計で１９３

億２,８３４万６,０００円となり、前年度予

算に比べ８億３６１万４,０００円、４.３％

の増となったところであります。

施策の基本的な考え方についてでありま

す。

平成２７年度は、第５期美幌町総合計画の

最終年、第２次財政運営計画～「未来への責

任を果たすために、強い財政基盤の確立を目

指して」～の３年目となります。

第５期総合計画の仕上げの年として、計画

の実行に向けて全力で取り組んでまいりま

す。

また、第２次財政運営計画では、町民主体

による自治の確立を目指し、住民サービスの

安定的かつ継続的な提供の維持・向上に努め

ながら、人口減少が進む中、将来世代へ過度

な負担を残さない、未来に責任を持った持続

可能な財政運営に努めてまいります。

次に、第５期美幌町総合計画の６つの基本

目標に沿って、平成２７年度の重点施策を中

心に御説明を申し上げます。

（１）元気で働き、豊かなまちづくりにつ

いて。

保健・医療につきましては、平成２５年度

から医療従事者確保対策のため実施してきて

おります医療従事者就業支援補助金について

は３年目を迎え、全国的に人材確保が難しい

現況において、補助対象の増加を見込み、予

算枠を増額いたしました。

また、本年度北海道大学の支援・協力によ

り、将来美幌から胃がん患者をなくすことを

目指し、中学生を対象に実施したピロリ菌検

査及び除菌について、新年度は、本年度の未

実施者を町単費で行うとともに、除菌を行っ

た中学生に対し、１年後の除菌確認検査をあ

わせて行うものであります。

なお、平成２８年度からは、中学２年生を

対象に検査・除菌をしてまいる考えでござい

ます。

さらに、新年度からの新たな取り組みとし

まして、子育て世帯禁煙サポート事業を実施

することといたしました。これは禁煙を促す

中でも、特にたばこの影響を受けやすい子供

を持つ世帯を対象に、禁煙外来治療費の自己

負担費用の２分の１、１万円を上限に補助す

るものであります。子供や慢性的にたばこの

煙にさらされている人では、時に重大な被害

をもたらすことが指摘されています。受動喫

煙は、成人の慢性呼吸器疾患に罹患するリス

ク、子供の急性呼吸器疾患に罹患するリス

ク、肺がんのリスク、さらに母親の喫煙によ

り乳幼児突然死症候群のリスクが伴います。

母親や父親など、生活を共にする者のたばこ

の煙は、乳幼児に深刻な害をもたらすことか

ら、子供をたばこの害から守る施策を積極的

に進めてまいります。

次に、町立国保病院改革では、まず、医師

招聘活動を積極的に進めてきた結果、常勤医

師の体制は、新年度９名となる見込みであり
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ます。本年１月から新たに泌尿器科を設置

し、診療体制の充実を図ったところであり、

今後も整形外科医師の招聘や、旭川医大に対

し眼科医師の常勤化などの協議を進めてまい

ります。

また、常勤医師の増加により、週末の救急

外来の全科当直の対応を全て非常勤医師によ

る対応から、一月２週のみとし、常勤医師に

よる全科当直体制に変更することで、診療体

制の信頼性の向上と非常勤医師の経費削減を

図ってまいります。

地域医療連携室におきましては、専任の職

員の配置により体制を強化し、保健・医療・

介護の連携強化と在宅福祉の充実を図ってま

いります。

さらに、平成２１年度策定の医療機器更新

計画に基づき、計画的な医療機器等の更新を

図り、安定的な医療の提供と医療水準の確保

を図ってまいります。

農林畜産業につきましては、ＴＰＰ協定に

関し、交渉の終局が明確になりつつあり、特

に農産品の扱いが焦点となってきていること

から、適切な対応をとるよう、町村会や広域

的に組織されたＴＰＰ問題を考えるオホーツ

ク管内関係団体連絡会議などを通じ訴えてま

いります。

農業基盤整備は、昨年度に引き続き大幅に

事業費が上積みされ、畑総事業を中心に計画

に沿った整備を進めてまいります。

酪農振興では、優良乳用牛後継確保のた

め、性判別凍結精液補助の対象を拡大すると

ともに、補助単価の増額をいたしたところで

あります。肉用牛振興においても、優良黒毛

和種肉用牛群確保のため、繁殖素牛購入に対

する補助単価の増額をいたしたところであり

ます。

林業振興では、新規事業として、１歳の誕

生祝いに認証材で制作した木のおもちゃなど

を贈呈する「誕生祝い！はじめての木づかい

事業」をスタートさせるとともに、北海道地

域づくり総合交付金を活用し林業館を改修、

木の遊具や木のおもちゃを設置、木と遊び、

木と触れ合う木育ひろばを開設し、貴重な資

源である森林を町民一丸となって守り・育て

る意識の醸成を図るため、積極的に木育を推

進してまいります。

次に、労働施策では、季節労働者の生活安

定を図るため、離職時期の雇用対策事業を継

続実施してまいります。

商工業振興では、中小企業の安定的な事業

運営を図るため、中小企業融資貸付金の資金

枠拡大を図ります。

観光振興については、本町最大の観光ス

ポットである美幌峠を活用した宣伝活動やイ

ベントを強化するとともに、第２次美幌町観

光振興計画の策定を行い、観光振興に向けた

施策などについて、具体的な計画を進めてま

いります。

また、女満別空港国際チャーター便誘致及

び女満別空港の利用促進について、広域的に

取り組んでまいります。

（２）たがいに助け合い、温かなまちづく

りについて。

本年度に計画した地域福祉計画、子ども・

子育て支援事業計画、高齢者保健福祉計画・

第６期介護保険事業計画、第４期障がい福祉

計画が新年度からスタートいたします。全て

の人々がこの地域において生き生きと自立し

た生活が送られるよう、計画の推進を図って

まいります。

子育て支援については、子ども・子育て新

制度に移行し、幼稚園から施設型給付を受け

る認定こども園に対し、町としての所要の措

置を講じるほか、保護者の利用負担軽減を図

るため、新制度への移行に合わせ、保育園保

育料の利用者負担額について、従前の国基準

から、新年度からは国基準の７割程度に軽減

いたします。

また、多子世帯の対策として、小学３年生

の範囲で、最年長の子供から順に２人目は半

額、３人目以降は無料へと負担軽減を拡大い

たします。

また、年々利用者が増加し、体制面でこれ

以上の受け入れが困難な子ども発達支援セン
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ターについて、保護者の要望に応えられるよ

う、職員増など体制強化を図ってまいりま

す。

国際交流事業では、ニュージーランド、ケ

ンブリッジ高校へ毎年高校生２名を短期・交

換交互で留学することといたします。

地域コミュニティ活動では、地域に密着し

たきめ細やかな自治会やさまざまな地域社会

の担い手の育成助長を図るとともに、自治基

本条例に基づき、町民主体、情報共有、参

加、協働の四つの基本原則を柱に、まち育構

座、まち育出前講座の開催やまち育新聞の発

行などに加え、地域サポーター制度、町長の

車座トークをさらに活用し、町民が主役のま

ちづくりを推進してまいります。

（３）きまりを守り、明るいまちづくりに

ついて。

美幌町内での交通事故死ゼロは、２月１５

日現在９１４日で、今なお継続中でありま

す。

交通安全運動につきましては、引き続きこ

の町から悲惨な交通事故による死傷者を出さ

ないよう、交通安全教室や自転車教室を開催

するとともに、交通安全指導員及び高齢者ボ

ランティア交通安全指導員の方々による通学

路や交差点の交通安全指導、さらには多くの

町民の方々の協力を得て実施しております、

おはようコール旗の波運動など、町民の皆様

とともに引き続き一丸となって取り組んでま

いります。

消防行政では、計画的な装備品の整備に努

めるとともに、組合警防体制一元化の推進に

よる組織の充実強化を図ってまいります。

また、妊婦エントリーネット１１９、専門

治療患者届出制度、脳疾患患者の町外専門病

院への直接搬送体制の精度を高めるととも

に、医療機関と連携した救急体制の構築に努

めてまいります。

消費者保護につきましては、年々巧妙な手

口で悪質化する契約トラブルに対し、未然防

止及び被害拡大防止に重点を置き、新年度に

おいても消費者行政活性化事業補助金を活用

し、研修や啓蒙啓発活動を行い、消費者協会

との連携により、相談体制の強化を図るとと

もに、情報提供を積極的に行い、町民の皆様

が被害に遭わないよう被害の予防・防止に努

めてまいります。

今後の防災・減災対策は、平成２４年度に

見直しを行いました地域防災計画に基づき、

着実な推進をしていくこととしております

が、防災意識の啓発活動とさまざまな訓練を

地域と連携して行うほか、本年度から４年計

画で取り組んでおります家庭用非常用持出品

セットの全戸配付の２年次目として予算化を

いたしました。

公的な備蓄につきましては、平成２６年度

に策定した備蓄計画に基づき、年次的に整備

を図ってまいります。

さらには、東日本大震災復興支援の職員派

遣につきまして、多くの地域で職員が不足し

ている状況にあり、本町としましては、行政

改革の実施により厳しい職員数ではあります

が、引き続き新年度も１名派遣する予定であ

り、現在派遣中の職員の意向及び派遣先の依

頼を尊重し、さらに１年継続することとな

り、息の長い支援をし、被災地が１日も早く

復興するよう支援をいたしてまいります。

日本の安全保障の指針となる新たな防衛計

画の大綱と、それに基づく中期防衛力整備計

画～統合機動防衛力の構築に向けて～による

陸上自衛隊の体制改革により、第６普通科連

隊・第１０１特科大隊が駐屯する陸上自衛隊

美幌駐屯部隊に影響を与えかねないものと危

惧しています。北の守りを基本として国の守

りがあることを共通認識し、道東地域住民の

安全・安心を確保するため、引き続き協力諸

団体一丸となって駐屯部隊の充実整備に向

け、新たな部隊の配置など、より効果的で具

体的な提案型の陳情を行い、さらなる活動を

展開してまいります。

（４）環境を整え、美しいまちづくりにつ

いて。

森林・林産業の持続的な発展を図るととも

に、地域全体の活性化を推進するため、自然
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環境に配慮し、適切に管理された森林から産

出されたＦＳＣ森林認証材の利用促進を図る

とともに、認証エリアの拡大を図り、ＣＯ２

排出削減及び森林による吸収量増大などの地

域循環システムの構築に向け事業を推進しま

す。

また、木質ペレットストーブの導入及び太

陽光エネルギーを利用した住宅用発電システ

ムの導入に当たっては、新年度から社会資本

整備総合交付金の対象外となる予定でありま

すが、町単独事業として引き続き普及促進を

図ってまいります。

本町の公共下水道事業につきましては、昭

和４８年から全道市町村に先駆けて着手し、

３３年を経過いたしました。年数の経過とと

もに、終末処理場及び管渠などの施設の老朽

化が進んでいることに伴い、美幌町公共下水

道事業長寿命化計画に基づき、補助事業を活

用し、年次的な整備をすることとし、昨年度

から終末処理場処理施設改築事業に着手して

おります。

町道整備につきましては、町道２路線の舗

装補修工事を本年度に引き続き実施するとと

もに、新たに３５路線について路面性状調査

を実施いたします。さらに３路線の改良舗装

工事を実施いたします。

また、大正橋長寿命化修繕を本年度に引き

続き実施いたします。

美幌町内の公共交通につきましては、平成

２４年１０月から運行を開始した農村地区の

乗合タクシーは、通院や買い物への交通手段

として定着してきており、今後も高齢者の方

へ周知を図りながら、生活の足として、加え

て健康づくりや生きがい活動参加のための交

通手段として利用を促進してまいります。

また、公共交通利用者の利便性向上や公平

性の確保について検討してまいります。

除排雪につきましては、今冬の大雪の経験

を踏まえた手法を検証する中、直営と委託に

よる早期の生活路線確保を図るとともに、農

村地区におきましては、地元の除雪部会の御

協力により、集乳路線及びバス路線を中心と

した除雪を実施し、早期の生活路線確保を図

るため、地区の拡大に向けて協議を進めてま

いります。

また、間口除雪（置き雪対策）につきまし

ても継続して実施してまいりますとともに、

高齢社会における除雪のあり方について、機

材の見直しを含め、地域の声をいただきなが

ら進めてまいります。

（５）文化を高め、しあわせなまちづくり

について。

町民会館「びほーる」は、オープン以来非

常に高い利用率が保持され、高い評価を得て

いることは、喜ばしい限りであり、まさに美

幌の文化の中核的・中心的役割を果たしてお

ります。新年度からは、舞台設備等操作体制

の充実を図り、鑑賞事業の充実を図るなど、

文化振興に努めてまいります。

また、町民会館改築に係る基本計画が、本

年７月に完了する予定であることから、これ

に基づき、速やかに実施設計に取りかかりま

す。

スポーツ振興につきましては、本町出身の

アスリートたちがオリンピックを初めとした

世界大会、全国大会ですばらしい活躍をして

おります。次世代の児童生徒においても、全

国・全道の各種競技大会で目覚ましい活躍を

見せておりますが、新年度においては、クロ

スカントリースキーコース整備に着手いたし

ます。

パークゴルフ場整備につきましては、３月

までに基本計画が完了する予定であり、新年

度は実施設計に着手し、推進の加速を図って

まいります。

また、ビホロ１００キロメートルデュアス

ロン大会は、今年で２９回目を迎え、スポー

ツイベントとして全国的に知名度もあり、新

年度も各地から約３００名の選手を迎え、ス

ポーツの振興と町民との交流を図ってまいり

ます。

学校教育につきましては、小学校の３５人

学級を推進するため、期限付教員を１名増員

し、継続配置します。
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また、小学校及び中学校に特別支援介助員

を継続配置し、特別支援教育の充実に取り組

み、子ども発達支援センター、保育園、小学

校及び中学校の連携により、子供の発達段階

に応じた支援の充実を図ってまいります。

昨年発生しました学校給食によるアレル

ギー事案への対応として、医師が作成する学

校生活管理指導表の費用助成、研修会の実施

のほか、学校給食センターではアレルギー除

去食を用意する専門調理員を配置し、事故防

止に努めてまいります。

（６）創意と工夫を活かし、誇れるまちづ

くりについて。

国の２０１５年度予算は、経済成長に加え

て、歳出・歳入両面から財政健全化を進めて

きた結果、新規国債発行額は２００９年度当

初予算以来の３０兆円台となり、２０１５年

度の財政健全化目標を達成する予算となった

ところであります。

しかし、日本の財政は極めて厳しい状況が

続いており、消費税１０％への引き上げは１

年半延期となりましたが、社会保障を次世代

に引き継ぎ、国の信認を確保するため、２０

１７年４月に１０％への引き上げを確実に実

施することとしています。

新年度予算では、地方創生、子育て支援な

ど諸課題への対応を強力に推進し、社会保障

の自然増を含め、聖域なく見直し、歳出の徹

底的な重点化・効率化を図ったものでありま

す。

また、消費税増収分を活用し、２０１５年

４月から子ども・子育て支援新制度がスター

トいたします。

介護報酬改定では、介護職員の処遇改善な

どに対する加算は行われましたが、全体とし

ては引き下げられ、利用者の負担が軽減され

る一方で、介護事業者の運営に支障を来さな

いよう、運営状況を注視してまいりたいと考

えております。

日本経済は、引き続き緩やかな回復基調が

続いているとの見方をされておりますが、足

元では個人消費などに弱さが見られます。こ

の背景には、消費税率引き上げに伴う駆け込

み需要の反動減や、夏の天候不順に加え、物

価上昇に家計の所得が追いついていないこと

があると見られております。

一方、地方の財政運営につきまして、政府

は２０１５年度の地方財政計画をまとめ、歳

出を２０１４年度より１.９兆円多い８５兆

３,０００億円としたところであります。歳

出規模が膨らむのは３年連続で、１２年ぶり

の大きさとなります。新設となる１兆円規模

の「まち・ひと・しごと創生事業費」は、自

治体による雇用対策や人口減少対策の費用と

して計上されました。

歳入では、譲与税などを含む地方税収を２

兆４,０００億円増と見込み、７年ぶりに４

０兆円台を見込んでおります。８％への消費

税増税の効果が通年で寄与するほか、企業業

績の回復で法人関係の税収増を見込んだこと

によるものであります。

また、地方交付税のうち、リーマンショッ

ク後の不況対策として始めた別枠加算は、

６,１００億円から２,３００億円に減額と

なっております。

このような状況の中、平成２６年１１月に

策定しました美幌町中期財政試算では、平成

２７年度から平成３０年度までの４年間で約

１３億円を超える収支不足が生じる推計結果

となったことを踏まえ、第２次美幌町財政運

営計画～未来への責任を果たすために強い財

政基盤の確立を目指して～に沿って、将来像

を見据え、予算編成に臨んだところでありま

す。

今後、多額の費用を要する、緑の苑移転改

築補助、町立病院医療機器等更新及び不採算

費用繰り出し、北見赤十字病院改築に伴う運

営費負担、農業基盤整備事業、町民会館改築

事業、パークゴルフ場整備事業、公共施設耐

震化及び長寿命化などに加え、人口減少・少

子高齢化に伴う労働人口の減少や社会保障費

の増加など、一層厳しさを増す状況が明らか

である上、超高齢社会を目前に、厳しい時代

に耐え得る財政基盤の構築が必要であり、第
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２次財政運営計画に基づく長期的視点に立っ

た財政運営にしっかりと取り組み、健全財政

のもとでの行政サービスの提供を行っていく

必要があると考えているところであります。

今後、住民主体のまちづくりを進めていく

上では、創意工夫が求められています。まち

づくりのさまざまな情報を共有しながら、町

民、議会、行政が連携を深め、町民参加のま

ちづくりを進めていく必要があります。

自治基本条例の基本原則であります町民参

加の手法はさまざまですが、まちづくりの主

体は町民の皆様であり、地域社会や町政に積

極的に参加して、初めて美幌町のまちづくり

ができるものと明記しております。情報共有

と町民参加により、町民、議会、行政での話

し合いが最も大切であると考えおり、町民の

皆様との話し合う場を積極的に設けてまいり

ます。

むすびに。

以上、平成２７年度の予算編成に当たりま

して、基本的な考え方を申し上げました。

日本は今、人口減少対策、経済再生、復

興、社会保障改革、教育再生、地方創生、外

交・安全保障の立て直しなど、大改革を行う

時期にあります。

一方、明るい話題として、昨年末飛び立っ

た「はやぶさ２号」が宇宙での挑戦を続けて

います。小惑星にクレーターをつくってサン

プルを採取するというミッションを可能とし

た核心技術は福島で生まれました。東日本大

震災で一時休業を強いられながらも、技術者

の皆さんの熱意が被災地から世界初の技術を

生み出しました。

また、同じく昨年、日本海では世界に先駆

けて表層型メタンハイドレート、いわる「燃

える氷」の本格的なサンプル採取に成功しま

した。日本は資源に乏しい国である、そんな

常識は２０２０年には、もはや非常識になっ

ているかもしれません。日本は変えられる、

全ては私たち国民の意志と行動にかかってい

ます。

私たちの町も同様、この厳しい時期を乗り

越えていくためには、新しいことに挑戦して

いくという気概、そしてあきらめない強い意

志が何より重要だと考えております。

先人の苦労と先輩方の多大な努力により築

かれた礎をもとに、さらに飛躍させ、未来に

引き継ぐという使命が私たちには与えられて

います。

次代を担う子供たちが夢と希望に満ちあふ

れ、そしてこの町に誇りを持ち、ふるさとを

思う強い意志と人と人とのきずなを実感でき

るよう、今この町に生きる多くの人々がそれ

ぞれの立場、持ち場で全力を挙げていただく

ようお願いするとともに、町民の皆様並びに

議員の皆様に、今後とも一層の御理解と御協

力、そしてお支えを心からお願い申し上げ、

予算編成方針といたします。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をいたしま

す。再開を、３時４０分といたします。

午後 ３時３４分 休憩

─────────────────

午後 ３時３９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

─────────────────────

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。

─────────────────────

◎教育行政執行方針

○議長（古舘繁夫君） 引き続き、平成２７

年度教育行政執行方針について、教育長の発

言を許します。

教育長。
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○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 平成２７

年度美幌町教育行政執行方針を述べさせてい

ただきます。

初めに。

平成２７年度予算の御審議をいただく美幌

町議会定例会におきまして、教育行政の執行

方針について述べさせていただきますことに

深く感謝を申し上げますとともに、議員並び

に町民皆様の御理解と御協力をお願い申し上

げます。

さて、学力の向上や生活習慣、体力・運動

能力を初め、いじめや体罰などの対応をめ

ぐって教育環境が見直された中、本年から改

正される教育委員会制度がスタートします。

また、一刻の猶予もない少子・高齢化の進

行や情報化の進展など、社会情勢が大きく変

化する中で、社会システムの基盤である教育

については、なお一層の期待が高まっている

と考えております。

このような状況において、教育行政を進め

る教育委員会として、町民の皆様や教育にか

かわる方々に対しまして、明確な教育行政執

行の方向性を示す中で、多くの皆様から御意

見をいただきながら、引き続き顔の見える教

育委員会として、さまざまな教育課題につい

て積極的に取り組んでまいります。

教育行政に臨む基本的な考え。

まず、教育委員会の教育行政に臨む基本的

な考えについて申し上げます。

美幌町の教育行政は、美幌町教育目標の冒

頭に掲げる、人間性豊かな教育を目指してを

念頭に、美しく豊かな自然環境と、その開拓

精神に基づき、町民ひとりひとりが人間的ふ

れあいを大事にし、生涯教育への関心を高

め、生活・文化の発展をはかるとともに、人

間性豊かにして心身共に健全であり、創意に

富む児童生徒の育成を目指す美幌町の教育を

推進することを目的にしており、教育委員会

は、この実現に向けて引き続き努力していく

考えであります。

このため、美幌町教育目標を基本に、最終

年度の第５期総合計画の主要事業や第６期社

会教育中期計画の目指す姿の実現を進め、次

期計画の策定や新たな教育委員会制度に伴う

総合教育会議などにおいて、町行政との連携

を図りながら、教育の充実のための効果的な

施策を推進してまいります。

また、効果的な教育行政の推進と町民への

説明責任を果たすため、教育委員会の主な事

務の管理・執行状況の点検・評価を行ってお

りますが、内部評価に加え、平成２６年度か

ら実施している学識経験者による外部評価を

行い、その報告書を議会に提出するととも

に、町民の皆様に公表し、検証内容を十分に

活かした教育行政を進めてまいります。

重点施策の展開。

学校教育の充実。

学習指導要領の生きる力を育むという理念

のもと、児童生徒に確かな学力、豊かな人間

性、健康・体力のバランスがとれた知育・徳

育・体育を身につけさせ、あわせて学校・家

庭・地域の三者がそれぞれの役割を認識し、

連携・協力を果たすことが求められていま

す。

そのためには、正しい判断と行動のできる

児童生徒の育成をはかる学校教育を推進する

という教育目標の実現に向けて、引き続き、

保護者や地域に開かれ、信頼に応える学校づ

くりの推進に取り組んでまいります。

確かな学力の向上。

これまで以上に変化の激しい社会におい

て、子供たちが自立して生きていくために

は、主体的に学ぶ意欲と確かな学力の向上が

不可欠であります。

昨年の全国学力・学習状況調査では、残念

ながら小学校では全て全道平均を下回る厳し

い状況にありますが、中学校では国語Ａが全

国平均を上回り、国語Ｂが全道平均を上回る

など、これまでの取り組みが結果としてあら

われた部分も見られました。この調査や独自

の学力検査などから得られた結果を分析し、

各学校の改善プランに基づき、学力向上に向

けた授業改善などの取り組みを継続して進め

ることが重要です。
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そのため、チーム・ティーチングや習熟度

別指導など、指導方法の工夫改善やきめ細か

な指導の充実、道教委のチャレンジテストを

活用した、振り返り学習などを進めていく考

えであります。

また、ＩＣＴ（情報・通信技術）機器「実

物投影機」を活用した多様な指導方法を取り

入れ、メリハリのある授業改善にも取り組ん

でまいります。

長期休業中における学習サポートとして、

東京農業大学の大学生ボランティアによる学

習サポート事業を年間１０日間、全小中学校

で実施してまいります。あわせて、退職教員

等を活用した放課後における補充的な学習サ

ポートにも力を入れてまいります。

家庭学習の習慣化を図るため、親子算数教

室・国語教室の開催や家庭学習の手引き、生

活リズムチェックシートなどの活用を呼びか

けるなど、保護者との連携に努めてまいりま

す。

昨年から実施している全国学力・学習状況

調査結果の教育委員会による公表について

は、町全体で学習状況を知り、支える必要が

あることから、引き続き児童生徒の個々の情

報に配慮しながら公表してまいります。

現行制度で行われています３５人以下をめ

どとした少人数学級を小学校の全学年で継続

実施するために、３名の教員を町単独で配置

し、教員が児童一人一人と向き合う時間をよ

り多く確保し、きめ細かで質の高い学習環境

を整えてまいります。

子供たちの学びや育ちの連続性を図るた

め、幼稚園（保育園）、小学校、中学校、高

校へと進む過程で、それぞれの発達段階に応

じ、不安をなくす指導ができるよう、入学説

明会や体験入学など、学校種間の連携を推進

してまいります。

特別支援教育については、障がいのある児

童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた適

切な教育支援を行うため、個別指導計画、個

別支援計画を作成し、関係機関などと連携し

た効果的な指導や支援に取り組んでまいりま

す。

特別な配慮が必要な児童生徒には、引き続

き介助員を配置するとともに、特別支援教育

関係者への研修会を実施するなど、特別支援

教育の充実を図ってまいります。

豊かな心と健やかな身体の育成。

豊かな心の育成については、道徳教育の充

実により、規範意識や公正な判断力、生命を

大切にする心、他人を思いやる心、善悪の判

断などの道徳性を身につけさせることが重要

との考えのもと、その推進に当たっては、文

部科学省の私たちの道徳の活用や道徳の授業

公開、地域の人材やさまざまな教育資源を活

用した道徳教育の一層の充実を図ってまいり

ます。

いじめ対策については、どこの子供にもど

この学校にも起こり得るという強い共通意識

を持ち、学校・家庭・地域・行政がそれぞれ

の役割を果たしながら、子供たちの小さなサ

インを見逃すことなく、未然防止、早期発

見、早期対応に重点を置いた、いじめを生ま

ない教育土壌をはぐくむ取り組みを進めま

す。

また、いじめ防止対策推進法に基づく、い

じめ防止基本方針により取り組みます。

あわせて、いじめ問題やネットトラブルの

増加など、児童生徒を取り巻く環境が複雑か

つ多様化している現状を踏まえて、生徒指導

のための研修会や情報モラル教育の充実を

図ってまいります。

教育相談体制として、教育相談室に２名の

専門的な知識を持った相談員を配置します。

教育専門相談員は、家庭や学校だけでは解決

が難しい教育的課題に取り組み、問題を抱え

る児童生徒や家庭の相談、指導、支援を行い

ます。

また、学校におけるＱＵテスト（楽しい学

校生活を送るためのアンケート）を活用した

学級集団の状態や学級経営の方針などの指

導、相談、支援を行います。

不登校問題相談員は、いじめや学業不振、

学校の集団生活になじめず不登校になってい
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る児童生徒に対して、学校、家庭と連携をと

りながら、学校訪問や家庭訪問等での相談や

支援業務、サテライト授業による学習支援等

を通して学校復帰を目指すとともに、問題解

決に取り組んでまいります。

読書活動は、子供が言葉を学び、感性を磨

き、表現力を高め、創造力を豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身につけてい

く上で欠かすことのできないものでありま

す。

そのため、学校図書の環境整備、選書の充

実、美幌図書館との連携、朝読書や読み聞か

せ、教科学習での有効活用を図ってまいりま

す。

また、家庭での読書を通じて、家庭内のコ

ミュニケーションを図ろうとする家読を引き

続き推進し、子供たちの読書習慣の定着と望

ましい生活リズムの形成に努めてまいりま

す。

児童生徒の健康の保持増進につきまして

は、定期的な健康診断による健康管理はもと

より、感染症の予防に努めてまいります。

とりわけ、小学校では虫歯予防対策として

のフッ化物洗口を継続して実施するととも

に、中学校では喫煙・危険ドラッグを含む薬

物乱用防止教室を開催するなど、適切な保健

管理・指導を行ってまいります。

健やかな体を育成するためには、日常的に

運動に親しむ習慣を身につけさせることが大

切なことから、学校における運動習慣の定着

に向けた取り組みを進めるため、引き続き水

泳、スキー、スケート授業に、地域の協力の

もと、外部講師を生かした体育授業を実施し

てまいります。

また、全ての学年で新体力テストの実施や

全国体力・運動能力、運動習慣などの調査結

果を踏まえて、効果的な体力向上の推進に取

り組んでまいります。

望ましい生活習慣を定着するためには、よ

く体を動かし、よく食べ、よく眠るという規

則正しい基本的な１日の生活リズムを身につ

けさせることが大切です。生活リズムと、学

力・体力とは密接な関係にあることから、早

寝・早起き・朝ごはん運動を基本に、家庭学

習と毎日の運動の定着を図ってまいります。

あわせて、学校や家庭での食に対する生活

習慣の改善など、食育の推進にも努めてまい

ります。

信頼される学校の推進。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関

係が基盤となることから、教員は教育の専門

家として、子供たちや保護者の負託に応え、

責任ある教育活動を展開できる資質・能力を

高めるとともに、法令を遵守し、教職に対す

る使命感や倫理観を持って職務を遂行しなけ

ればなりません。

そのため、積極的に個人研修や学校外にお

ける各種研修、講座等への参加促進、組織的

に取り組む校内研修、校内研修に裏づけられ

た授業の公開、研究協議を積極的に進めるな

ど、授業の改善、見直しに努めるとともに、

教育局指導主事や町指導主事による学習指導

や教育に関する専門的事項の指導助言を行

い、教員の資質能力や指導力の向上に努めて

まいります。

各学校は、やるべきことをやり、その結果

を公開し、地域の教育力を積極的に活用しな

がら、地域に開かれた信頼される学校づくり

を推進する必要があります。

そのためには、参観日や学校行事での保護

者や地域の方々との交流を初め、学校評議員

との懇談、学校だよりを通して学校の状況や

取り組みの様子を保護者や地域に発信すると

ともに、児童生徒や保護者のアンケート、学

校関係者の評価など、多くの意見を反映させ

た学校経営や学校教育活動の改善を進めてま

いります。

また、教職員の協働意識を高めるため、学

校運営の参画意識を高揚させるような取り組

みを進めてまいります。

教職員は、全体の奉仕者として、公共の利

益のために職務を遂行すべき責務を負ってい

ることや、児童生徒の手本となるべき立場で

あることを自覚し、学校教育に対する町民の
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信頼を損なうことのないよう、法令等を遵守

し、みずからの姿勢を正すなど、教職員一人

一人が厳正に職務を遂行するよう指導を徹底

し、服務規律の厳正保持に努めてまいりま

す。

教育環境の整備・充実。

子供たちが快適で安心して学べる良好な学

習環境を維持するため、また、今後見込まれ

る児童生徒数や教育環境の変化に対応するた

め、計画的な学校施設設備の改修に努めてお

ります。

新年度は、美幌小学校体育館温風暖房機取

替修繕、美幌小学校校舎暖房ボイラー取替修

繕、東陽小学校非構造部材の耐震化対策、東

陽小学校体育館床塗装、旭小学校体育館屋根

改修、旭小学校屋外遊具更新、旭小学校・美

幌中学校及び北中学校教職員用パソコンの更

新、北中学校教育用コンピューターの更新な

どを実施いたします。

子供の安全・安心を確保していくため、各

学校では危機管理マニュアルを作成し、不測

の事態に備えております。

子供たちがみずからの力で状況に応じた判

断や行動を通して、危険を回避する力を身に

つけられるよう、火災や地震、台風災害を想

定した避難訓練や防災訓練を実施いたしま

す。

また、交通安全教室の開催、自転車マナー

の指導や防犯訓練を関係機関と連携の上、計

画的に実施するとともに、通学路の安全確

保、登下校の見守り活動、不審者情報メール

の配信や携帯電話・パソコン等のインター

ネット犯罪から子供たちを守る取り組みを進

めるため、保護者、地域住民、関係機関と連

携し、地域ぐるみの取り組みを進めてまいり

ます。

学校給食では、学校給食摂取基準に基づ

き、必要なエネルギーや栄養素を満たすよう

留意しながら、多様な調理法を組み合わせた

献立作成に努めるほか、美幌産農畜産物や加

工品を可能な限り使用するなど、地産地消の

推進に合わせ、学校訪問指導を通じて、地域

農畜産業への理解を深める取り組みを引き続

き行ってまいります。

また、食物アレルギー対策では、昨年１０

月に北海道教育委員会が策定した学校におけ

る食物アレルギー対応の進め方に基づいた対

応を行います。具体的には、アレルギー対応

を必要とする児童生徒については、医師が作

成する学校生活管理指導表を保護者が学校に

提出し、これに基づいたアレルギー対応を行

います。町としましても、学校生活管理指導

表を作成する費用の一部を助成し、保護者の

負担軽減を図ってまいります。

なお、給食センターは、開設後１７年が経

過し、各種調理機器などが経年劣化したこと

により、新年度は真空式温水機、包丁まな板

殺菌庫、配送用コンテナー、米飯缶などの更

新、電動水圧洗米機の修繕などを行い、適正

な維持管理に努めてまいります。

スクールバスの運行事業については、旧町

営バス路線を含め、委託８台、直営１台の９

台で運行いたします。

運行に関しましては、児童生徒の利便性、

安全運行に努めるのはもとより、少人数の登

下校時の場合には、ハイヤーを代替として活

用するなど、引き続き経費削減と効率的な運

行に努めてまいります。

高等学校への連携協力。

新たな美幌高校が開校して５年目を迎え、

普通科と農業科が併設された高校として、学

校の特色を生かした教育活動が実践されてい

ます。

美幌高校の教育活動の様子を広く広報や

ホームページなどで情報発信し、町内唯一の

高校として、魅力ある高校づくりを支え、生

徒確保に向けた必要な手立てを町行政と連携

を図りながら実施してまいります。

社会教育の充実。

これからの社会教育は、いつでも、どこで

も、誰でもが学習できる生涯学習社会の実現

と、それぞれの学びが多様化する社会の諸課

題に敏感に目を向け、その解決に向けた取り

組みを展開していくことも重要な役割となり
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ます。

町民一人一人の自主的・自発的な学習の支

援と、その成果を地域に生かす取り組みを進

めてまいります。

また、第６次美幌町社会教育中期計画の最

終年度を迎えますが、５カ年計画の成果を検

証しながら次期計画の策定を進めます。

健全な青少年をはぐくむ家庭・地域づくり

の推進。

家庭における教育力の向上は、子供の心身

とともに豊かな成長を初め、基本的生活習慣

の習得や家庭での学習の定着のために重要な

ことから、幼稚園家庭教育学級など、乳幼児

期を初めとした保護者への学習機会の充実を

図るための事業を積極的に推進してまいりま

す。

著しい成長を遂げる少年期に、家庭や地域

社会を初め、学校や学校外などでさまざまな

経験を積むことは、何ものにもかえがたい財

産となります。

次代を担う子供たちの健全育成を促し、生

きる力をみずから獲得するきっかけとなるよ

う、通学合宿を初めとした各種事業をより一

層推進するとともに、子供自身が主体性を

持って学習や活動に取り組むことができるよ

う支援してまいります。

はたちの集いや青年交流会など、次代のま

ちづくりを担う青年が、自分たちで物事を考

え、行動し、互いに高め合う取り組みを支援

し、若者のまちづくりへの参画を促すととも

に、地域社会において活躍できる人材の育成

を進めてまいります。

地域の子供は地域で育てるを基本に、青少

年育成専門推進員を配置し、青少年育成指導

員を含む地域安全パトロール隊リトルウイン

グや関係機関と連携し、見守りや巡視活動を

充実させるとともに、青少年育成協議会な

ど、関係機関、団体との連携により、イン

ターネットやスマホなどの今日的問題にも取

り組み、事件事故を未然に防ぐ活動を支援す

るなど、町民総ぐるみ運動のより一層の広が

りを展開してまいります。

成人教育では、幅広い年代に対し、学習の

きっかけづくりのためのイマドキ講座や女性

講座を引き続き実施するとともに、女性学級

や女性リーダー国内研修派遣事業への参加促

進を図り、一人一人が主体性を持って地域の

中で活動できるよう支援してまいります。

高齢者教育の一翼を担う明和大学は、高齢

者がみずから学び活動をする場として定着

し、生涯学習としても、その重要性はますま

す大きくなっています。入学者の増が課題と

してありますが、楽しく学び続けられるよ

う、社会参加を図りながら積極的に学習活動

を推進してまいります。

また、明和大学卒業生で組織する明和友の

会の自主的学習活動や運営に対しましても、

生涯学習推進のため、引き続き支援してまい

ります。

豊かな心を育む芸術文化活動の振興。

芸術や文化活動において、町民会館「び

ほーる」を核として、幅広く多彩な芸術文化

を鑑賞できる機会の充実や町民生活の質の向

上を目指して、ギャラリーコンサートやアー

トギャラリーの実施、演劇セミナーの開催な

ど、芸術や文化活動への支援を継続してまい

ります。

また、既存町民会館の建て替えによる改築

を進めており、現在の多目的利用を基本に、

「びほーる」と連動した施設づくりを進め、

より充実した文化振興を図ってまいります。

社会教育を充実させる学習環境づくりの推

進。

図書館では、乳児期の１０カ月検診時に乳

幼児への読み聞かせの大切さや、その方法の

説明とともに、保護者へ絵本を手渡すことに

より、町民への子育て支援や子供の読書活動

の推進を図るためのブックスタート事業、小

学校１年生を対象に読書の大切さを伝えなが

ら、読書習慣の形成と豊かな情操をはぐくむ

ため、本をプレゼントするブックセカンド事

業を引き続き実施してまいります。

また、第２次子どもの読書活動推進計画に

基づき、各学校との連携強化とボランティア
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の皆さんの御支援をいただきながら、発達段

階に応じた読書活動を家庭、地域、学校にお

いて積極的に推進できるよう、さまざまな事

業を展開してまいります。

さらに、町民各層の生涯学習支援の施設と

して、また、情報の発信の場として、公共図

書館の使命を果たすとともに、町民に親しま

れる図書館づくりを目指してまいります。

博物館では、多くの町民が興味を抱き、ふ

るさとを知っていただくきっかけづくりとな

るよう、美幌の昆虫たちをテーマとした特別

展の開催、さらにはかぞくの時間、美幌の四

季展などの企画展を予定しております。

教育普及では、引き続き各種団体や学校教

育とさらなる連携を図り、講座内容を充実

し、博物館教育につながるよう努め、多くの

町民が博物館活動に関心を持ち、親しまれる

館づくりを積極的に目指してまいります。

文化財の保全・保護では、指定文化財の点

検、巡視を行うとともに、埋蔵文化財発掘調

査として、道営畑地帯総合土地改良事業の昭

美、豊栄２地域における予備調査、各種開発

行為に伴う事前調査を予定しております。

社会教育施設については、利用の実態や要

望を踏まえ、計画的に進めておりますが、新

年度は、あさひ多目的広場少年野球場照明改

修、柏ケ丘公園歩くスキーコースの手すり布

設替及び照明設備の増設、河畔公園パークゴ

ルフ場実施設計、町民会館改築実施設計、ま

た、昨年度に引き続きＢ＆Ｇ海洋センター上

屋シート改修などを予定しております。

生涯にわたるスポーツ活動の振興。

心身ともに健康で充実した生活を営むため

には、生涯にわたり運動・スポーツ活動に取

り組むことが重要であり、誰もが、いつで

も、どこでもスポーツに親しむことができる

社会実現が課題となっています。

このような中、各種競技スポーツの普及と

生涯スポーツの振興に努め、町民の皆様が運

動に親しめる機会を拡充し、誰もが健康で豊

かな生活と地域コミュニティが広がるよう、

体育協会及び総合型地域スポーツクラブと引

き続き連携、協働を図ってまいります。

また、各種スポーツ団体による積極的な活

動、スポーツ合宿の受け入れや指導者の養成

などにより、競技選手、団体の活躍が見ら

れ、全国大会や国際大会を初め、昨年のソチ

オリンピック・パラリンピックには、本町出

身のスポーツ選手４名が出場するなど、町民

に感動と希望を与えたことは、これまでの活

躍の成果であると考えております。

新年度は、引き続きＮＥＣラグビー部やス

ケートの夏合宿などの招聘を予定しており、

少年団や高校生に対する指導も行われ、技術

の向上が図られるものと期待しているところ

であります。

今後とも青少年から高齢者に至るまで、そ

れぞれのニーズに応じた活動の促進と指導者

の養成や活用を進め、地域スポーツの普及推

進を図ってまいります。

結び。

以上、平成２７年度の教育行政執行に当た

りまして、教育委員会の方針を申し上げまし

た。

教育委員会は、町行政や関係機関との連携

はもとより、家庭や地域と協働して、これか

らのふるさと美幌を支える子供たちの健やか

な成長と、町民一人一人が生き生きと学び続

け、豊かな人生を送ることができるよう、全

力で取り組んでまいります。

議員並びに町民皆様の御理解と御協力を心

からお願い申し上げます。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日は、これで延会すること

に決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告
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○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

午後 ４時１３分 延会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


